
予算決算委員会総務文教分科会記録 
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８  会議の概要  

分科会長   ただいまから、予算決算委員会総務文教分科

会を開会いたします。  

なお、本日は地方自治法第１０５条の規定に

基づき、髙道議長が出席されています。  

また、佐藤委員から都合により欠席するとの

連絡がありましたので、御報告いたします。  

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に大島

委員、村石委員を指名いたします。  

当分科会に送付されました各案件の審査につ

いては各部局単位とし、お手元に配付してあ

ります分科会審査順序のとおり行う予定であ

ります。  

なお、委員各位に申し上げますが、質疑につ

いては令和２年度決算に関係のあるものでお

願いいたします。  

また、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明については、簡潔・

明瞭に行っていただきますようお願いいたし

ます。  

なお、マスクで声が聞き取りにくいことから、

発言の際ははっきりと大きな声でお願いいた

します。  

それでは、これより議会事務局所管分の決算

審査を行います。  
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認定第１号  令和２年度富山市一般会計歳入

歳出決算中、議会事務局所管分  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

議会事務局長 〔挨拶〕  

議会事務局次長 〔主要施策成果報告書及び委員会資料により  

説明〕  

分科会長   これより質疑に入りますが、主要施策成果報

告書の７７ページから順に聞いていきたいと

思います。  

主要施策成果報告書７７ページ、７８ページ

の議会運営費について質疑のある方はいらっ

しゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   なければ、主要施策成果報告書７９ページの

議会事務費について質疑のある方はいらっし

ゃいますか。  

大島委員   本会議の録画中継がインターネットで見られ

ますけれども、古い映像を削除していくこと

になろうかと思うのですが、何年分を残すの
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か、また残すことによってどのぐらいの予算

が必要なのか教えてください。  

議事調査課長 本会議のインターネット録画中継につきまし

ては、今、４年間残して、それ以前を消して

いくという形にしております。  

委員の御質問は、期間と費用の話―掲載期間

を延ばすとしたらという話だったと思います

が、延ばすとすれば、例えば４年を５年にす

るという形で１年間延長することで、９万２，

４００円の負担が増えることとなります。  

大島委員   ９万円程度の負担なら残したほうがいいとは

思うのですが―４年前の映像を消すタイミン

グとしては、１年分をごっそり消すのか、そ

れとも定例会ごとに３か月に１回消していく

のか、その辺はどういうふうになっているの

ですか。  

議事調査課長 ４年たったら定例会ごとに消すのだったかと

……、すみません、そこは少し覚えがありま

せん。  

赤星委員   今の件ですけれども、私も４年で消さずに残

していったほうがいいと思います。  

それで関連なのですけれども、このインター
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ネット中継とケーブルテレビのアクセス数は

分かりますでしょうか。  

議事調査課長 ケーブルテレビについては、アクセス数とい

うか視聴率のような数値について一度聞いた

ことがあるのですが、分からないと言われま

した。令和２年度のインターネット中継のア

クセス数ですが、生配信と録画配信がござい

ます。生配信につきましては年間６，２７２

件、録画配信につきましては年間６，４４１

件、合計としまして年間１万２，７１３件と

なっております。  

赤星委員   その前年と前々年のアクセス数も分かります

か。  

議事調査課長 令和元年度につきましては、生配信が９，８

６３件、録画配信が６，６８９件、合計が１

万６，５５２件となっております。  

平成３０年度につきましては、生配信が７，

５２５件、録画配信が６，３９０件、年間合

計が１万３，９１５件となっております。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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分科会長   なければ、主要施策成果報告書８０ページの

新型コロナウイルス感染症対策基金費につい

て質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   その他、決算で何か質疑のある方はいらっし

ゃいませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、以上で質疑を終結いたし

ます。  

これより、認定第１号中議会事務局所管分の

意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。  

以上で、議会事務局所管分の決算審査を終了

いたします。  

議会事務局の皆さんは御退室願います。  

この後、監査委員事務局所管分に入ります。  

説明員を交代しますので、しばらくお待ちく

ださい。  
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〔議会事務局退室／監査委員事務局入室〕  

分科会長   これより、監査委員事務局所管分の決算審査

を行います。  

認定第１号  令和２年度富山市一般会計歳入

歳出決算中、監査委員事務局所管分  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

監査委員事務局長 〔挨拶〕  

監査委員事務局次長 〔主要施策成果報告書及び委員会資料により 

説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。  

主要施策成果報告書１１５ページの監査委員

事務費について、質疑はありませんか。  

村石委員   それでは、主要施策成果報告書１１５ページ

の（５）住民監査請求実施状況に関して質問

をいたします。  

大変恐縮ですが、住民監査請求制度の趣旨に

ついてお聞かせください。  

監査委員事務局次長 住民監査請求制度の趣旨につきましては、住

民からの請求に基づきまして、地方公共団体
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の執行機関または職員の違法・不当な行為、

または怠る事実の発生を防止し、またはこれ

らによって生じる損害の賠償等を求めること

を通じまして、地方公共団体の財務の適正性

を確保し、住民全体の利益を保護することに

あるとされております。  

村石委員   趣旨としては住民の皆さんの保護ということ

で、いろいろと違法行為が認められた場合は

調べて、損害があれば賠償等の請求をするこ

とだと分かりました。  

令和２年度には２件の請求がありました。そ

れをちょっと調べてみましたら、１つは競輪

場の運営事業に関すること、２つ目には政務

活動費に関することがありました。政務活動

費の人件費の支出―これは違うのですか。  

（「それは違います」と発言する者あり）  

村石委員   では、この２件の内容についてお知らせくだ

さい。  

監査委員事務局次長 令和２年度の住民監査請求につきましては、

委員がおっしゃったように２件の請求がござ

いまして、１つは軽自動車税に係るもの、も

う１つは市の競輪事業に係るものでございま
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す。  

その結果といたしましては、却下が１件、も

う１件は一部却下、一部棄却としております。  

村石委員   競輪場に関する住民監査請求については、請

求人の団体名や会長名が記載されていました。  

中には―これは令和２年度ではないのですけ

れども―請求人の氏名を省略というような記

載もあります。  

この取扱いについては、地方自治法の解釈や

通知でどのようになっているのか、教えてい

ただきたいと思います。  

監査委員事務局次長 住民監査請求の議会及び市長への通知、また

は公表における請求人の氏名の記載につきま

しては、地方自治法及び関係法令、また国か

らの通知につきましても、特段の定めがない

ところでございます。  

そのため本市におきましては、個人情報保護

条例の趣旨を鑑みまして、請求人の個人名や

団体名、代表者名につきまして、請求人に公

表の意思を確認した上で公表及び通知への記

載の是非を決めておりまして、それぞれ取扱

いが異なります。  

村石委員   大変恐縮ですが、私が調べたところ、平成２
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９年６月９日付の通知がありまして、個人の

氏名は原則非公表とするが、本人の意向を確

認し、希望があれば公表、法人は法人名を公

表、法人格を持たない団体は団体名を公表す

るとともに、代表者名については本人の意向

を確認し、希望があれば公表ということにな

っているのですけれども、こういう通知はな

かったのでしょうか。  

監査委員事務局次長 その通知内容については存じておりません。  

同日付―平成２９年６月９日付の通知は確認

しているのですが、そのような記載はなかっ

たものと捉えております。  

村石委員   そうしたら、請求人の住所要件―例えば高岡

市に住んでいる人が、富山市のことについて

住民監査請求ができるということがあるのか

ないのか。請求人の住所地の条件はどうなっ

ているのでしょうか。  

監査委員事務局次長 請求人の住所地の要件につきましては、富山

市への住民監査請求であれば富山市民である

こと、団体・法人からの請求につきましては、

富山市内に事務所を構える法人・団体である

ことといったような要件がございます。  
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村石委員   結果については基本的に公表するということ

だと思うのですが―実際にホームページを見

たら公表されているのですけれども―請求内

容によっては、例えば時効が成立していると

か、あるいは市が扱うような内容ではない―

ほとんど県や国の所管なので、市としてはど

うにもできない―などの理由で棄却される場

合もあると思います。棄却された場合、結果

の公表はどうなっているのでしょうか。  

監査委員事務局次長 恐らくそれは却下になると思います。  

却下の場合につきましては、地方自治法等に

その旨の公表について特段の定めがないとい

うことで、本市におきましては、住民監査請

求取扱要領におきまして公表する基準を設け、

却下した場合、その旨については公表しない

よう取り扱っております。  

しかしながら、同要領に基づきまして、却下

した旨を議会及び市長に通知しております。  

大島委員   （３）の工事監査実施状況について、八尾地

域滞在型体験施設（鏡町）整備工事の監査に

入られた目的は何ですか。  

監査委員事務局次長 八尾地域滞在型体験施設（鏡町）整備工事の

監査に入った目的といたしましては、工事の
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設計及び施工が法令等に準拠しているのか、

適正かつ効率的に施工されているのかを主眼

といたしております。  

当該工事につきましては、非常に特徴的な工

事であるということで、当該年度は建設・建

築工事について監査を実施することを協議に

より決定しまして、その事業を監査したもの

でございます。  

大島委員   空き家２軒を買収した上でそれらを改修する

という工事だったのですが、結局、土台も全

く使い物にならないということが工事中に分

かり、全部ばらして、一部の建築素材を使っ

てほぼ新築に近い形で建てたと。  

工事費が相当かさんだのではないかと思うの

ですが、その辺については監査としてどうい

うふうに見られましたか。  

監査委員事務局次長 法令その他の手続上ですけれども、設計段階

から施工段階まで、大きな問題はないと監査

では見ております。工事としては概ね適正に

施工されていたものと見ております。  

大島委員   昨年１１月に監査に入られた時点では、施工

の進捗状況はどの段階だったのでしょうか。  
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監査委員事務局次長 工事監査につきましては、監査時点で進捗率

が概ね５０％から７０％のものを対象として

おりまして、この工事につきましても恐らく

その範囲内であったと思っております。  

大島委員   現場で見られたのでしょうか。  

監査委員事務局次長 現場で見ておりますし、専門性が必要な技術

面による調査については、委託という形で行

っております。  

大島委員   進捗率が５０％から７０％ということは、新

築に近い形のもので建て始めた時点だと思う

のですけれども―その調査の委託先はどちら

になりますか。  

監査委員事務局次長 工事技術に関する専門知識を持つ者というこ

とで、公益社団法人大阪技術振興協会に委託

しています。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   ないようですので、以上で質疑を終結いたし

ます。  
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これより、認定第１号中監査委員事務局所管

分の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。  

以上で、監査委員事務局所管分の決算審査を

終了いたします。  

監査委員事務局の皆さんは御退室願います。  

この後、選挙管理委員会事務局所管分に入り

ます。  

説明員を交代しますので、しばらくお待ちく

ださい。  

〔監査委員事務局退室／  

       選挙管理委員会事務局入室〕  

分科会長   これより、選挙管理委員会事務局所管分の決

算審査を行います。  

認定第１号  令和２年度富山市一般会計歳入

歳出決算中、選挙管理委員会事務局所管分  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  
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選挙管理委員会 〔挨拶〕  

事務局長  

選挙管理委員会 〔主要施策成果報告書及び委員会資料により  

事務局次長  説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。  

主要施策成果報告書１１４ページについて質

疑がある方はいらっしゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   なければ、委員会資料の内容で質疑のある方

はいらっしゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、以上で質疑を終結いたし

ます。  

これより、認定第１号中選挙管理委員会事務

局所管分の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。  



15

以上で、選挙管理委員会事務局所管分の決算

審査を終了いたします。  

暫時休憩いたします。  

午前１０時３５分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午前１０時３９分  再開  

分科会長   ただいまから総務文教分科会を再開いたしま

す。  

これより、企画管理部所管分の決算審査を行

います。  

認定第１号  令和２年度富山市一般会計歳入

歳出決算中、企画管理部所管分  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

企画管理部長 〔挨拶〕  

企画管理部次長 〔主要施策成果報告書及び委員会資料により  

説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。  

まず、主要施策成果報告書２７ページの内容

で質疑のある方は挙手をお願いします。  
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村石委員   主要施策成果報告書２７ページの（１）職員

研修の充実強化について、詳細は主要施策成

果報告書８１ページに記載があります。  

職員の自己啓発は、今、本当に求められてい

ると思います。  

私が市議会議員になった１２年前に比べて、

様々な業務が地方に下りてきています。なお

かつ、いろいろな法律も新たに施行されてい

ます。  

したがって、いろいろな法律の変化あるいは

国からの通知などを読みこなして、富山市で

どういうことを行っていくのかということを

企画立案し、実施していかなければならない

ような業務になっていると思います。  

そのため、この自主研修というのは非常に大

切な制度だと思っています。  

そこで質問です。資格取得のための講座受講

料や大学院修学に係る経費の一部を補助した

と書いてありますけれども、主にどのような

資格を取るために助成しておられるのか教え

てください。  

職員研修所長 職員自主研修助成におけます国家資格につき

ましては、例えば一級建築士など最上級の資

格であることと、それを業務に生かせること

を要件にしております。  
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村石委員   今ほどの話では、一級建築士の資格を取って、

それを業務に生かせるようにするという要件

で助成しているということですけれども、そ

のほかの資格はあるのでしょうか。  

職員研修所長 そのほか具体的な要件としましては、国家資

格の取得に向けた受講料の助成のほか、大学

院等の専門機関への修学、または研修会や大

学等の公開講座の受講に際し、受講料や授業

料の助成を行っているものでございます。  

村石委員   いろいろな項目で助成を行っているというこ

とで、この表には支援項目数が４とあります。

どのような支援項目があって、それぞれ何人

がその助成を受けているのかについて教えて

ください。  

職員研修所長 今ほど申し上げました国家資格の取得等に向

けた助成を行う職員自主研修助成のほかに、

次に挙げられますのが、職員自主研修グルー

プ助成といいまして、職務の遂行能力の向上

が図られる、または事務の改善につながる調

査や研究を行う自主研究グループに対して助

成を行うものが２つ目でございます。  

３つ目としまして、職員の主体的な自主学習

や自己啓発への支援として行います通信教育
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の助成、あとは４つ目としまして、放送大学

の修了に対し受講料を助成するというもので

ございます。  

それぞれの件数につきまして、続けて申し上

げたいと思います。  

自主研修グループの活動につきましては、実

績はございません。  

自主研修の助成につきましては、５人の該当

がございます。  

通信教育につきましては、２７人の方が受講

され、そのうち実際に助成を行った者は２１

人でございます。  

放送大学の助成につきましては、３人でござ

います。  

村石委員   職員が自分の資質を向上させ、いろいろな業

務をもっと、よりよくしようということで、

自主研修というものは本当にすばらしいこと

であるし、市のためにも市民のためにもなる

という具合に思っています。  

そこで質問ですけれども、せっかくいろいろ

な資格を取ったり、自分の知識を増やしたり

しているので、それを仕事に生かしたいと職

員は思っていると思います。  

そこで、そのような自主研修を行ったという

情報を共有して、それを参考として人事異動
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を決めて、実際の業務の改善に生かすように

すべきと考えますけれども、実際はどうなっ

ているでしょうか。  

職員課長   本市の人事異動に当たりましては、経験年数

や年齢構成などをベースにしながら、職員の

技術、技能、能力、適性、さらには本人の希

望を踏まえた上で異動を行っております。  

その中で、今ほど御指摘のありました資格の

取得状況や、途中で学校に行かれたというよ

うな修学の状況なども、その都度職員研修所

から情報提供をいただいております。  

結果として、そういった情報も人事異動の参

考として、活用をしているところであります。  

村石委員   主要施策成果報告書２７ページの（２）広報 

・広聴事業ですが、シティプロモーションも

この中に入るのですか。  

広報課長   シティプロモーションの関係は、また後ろの

ほうにあります。主要施策成果報告書２８ペ

ージの（７）になります。  

高田 重信委員 広報関係で伺います。主要施策成果報告書８

２ページの２のメディア広報事業のうち、（ 

１）テレビ広報のアの告知番組について、計
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３社での時間帯と、どれくらい時間を費やさ

れたのかを教えてください。  

広報課長   告知番組なのですけれども、時間というのは

放送時間ということですか。  

（「月に何回とか」と発言する者あり）  

広報課長   テレビの告知番組については、社名から順番

に申し上げますけれども、まず北日本放送が

週２回、１回につき３分間の枠です。  

２社目が富山テレビ放送で、週１回、４分間

の枠です。  

３社目がチューリップテレビで、これも週１

回で４分間の枠になっております。  

高田 重信委員 続いて企画番組について、市長が何回出られ

たのか、どういう職員が出られたのか教えて

ください。  

広報課長   企画番組のほうは、まず市長が出ている番組

として、北日本放送が作っている月１回放送

の「とやま情報局」という番組があるのです

けれども、これが１５分番組になります。  

その番組に市長も出演しますし、そのときの

テーマに応じて担当課の職員が出るという形
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になっております。  

高田 重信委員 ア、イを通じてなのですが、その評価という

か、例えば番組を見られた方の意見が市に届

いたなどといったことがあれば教えてくださ

い。  

広報課長   何か直接の意見というものは、今のところ私

自身は聞いていないのですけれども、結局、

企画番組は特に、各担当課のほうに問合せが

行く形になりますので、こちらでは分かりか

ねるところもあります。  

もしかしたら担当課のほうに、「この番組を

見たのだけれども」と言って電話がかかって

きているかもしれないのですが、そういった

集計などは取っていないので……。  

高田 重信委員 それはちょっと残念だなと。せっかくテレビ

広報などを行っていて、今後もまた継続され

るかと思うのですが、そこは企画する広報課

で各課での状況をしっかりと把握されるべき

だと思いますので、また検討していただけれ

ばと思います。  

続いて、主要施策成果報告書８３ページの１

のタウンミーティング開催事業において、回

数等については書いてあるのですが、この詳
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しい内容について―令和２年度、富山地域は

３回とあるのですが、これらについて内容を

お聞かせください。  

広報課長   それぞれ何をテーマに開催したのか、開催の

日付順で申し上げたいと思います。  

まず八尾地域なのですが、このときは企画管

理部から国勢調査について、こども家庭部か

ら富山市の子育て支援策についてという２本

立てで行っております。  

次に、大沢野地域ですけれども、こちらも２

部局に来てもらいまして、財務部から市税の

概要と個人市民税について、消防局からは住

宅の防火などについてという内容で開催して

おります。  

富山地域では広田地区と桜谷地区、上条地区

の３か所で開催しております。  

順番に内容を申し上げますと、広田地区では

３部局に来てもらっておりまして、１つ目は

活力都市創造部から公共交通を軸としたコン

パクトなまちづくりについて、２つ目は建設

部から新たな洪水ハザードマップについて、

３つ目に教育委員会から富山市の主要教育施

策についてという３本立てで開催しておりま

す。  

桜谷地区では、市民生活部から自転車の安全
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利用・活用について、商工労働部から富山市

の観光施策についてという内容で開催してお

ります。  

最後の上条地区では、環境部から富山市のカ

ラス対策について、農林水産部から富山市の

農業の振興施策についてという内容で、この

ように各部局でテーマを決めてもらって開催

しております。  

高田 重信委員 一緒に聞けばよかったのだけれども―参加人

数の内訳について教えてください。  

広報課長   八尾地域が７３人、大沢野地域が５０人、富

山地域では広田地区が６０人、桜谷地区が３

４人、上条地区が４５人、合計２６２人です。  

高田 重信委員 丁寧に説明されたことと思いますが、地元か

ら出た意見の把握だとか、それによっての対

応などがもしあったら聞かせてください。  

広報課長   その場では、各部局から説明した内容に対す

る質疑応答や、そのほか何か御意見はありま

すかと最後に尋ねて意見交換の場を設けてい

るのですけれども、そこでいただいた御意見

などについては、それぞれ担当部局のほうに

も全部通知をしております。  
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担当課に確認しないと回答できないものにつ

いては、持ち帰って担当課に確認してから、

改めて御連絡しています。  

高田 重信委員 その対応もしっかりしていっていただきたい

と思いますが、要するに、質問した内容の表

記の仕方―今言ったように、どこで開催した

のかなど、主要施策成果報告書１０３ページ

の行政経営課担当の事業ではいろいろと書い

てあるので、来年度はぜひこういった内容を

書いてもらえれば質問しなくてもいいのかな

と。すみませんが、よろしくお願いします。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   なければ、主要施策成果報告書２８ページ（  

６）から（１０）までの項目について質疑の

ある方は、挙手をお願いします。  

赤星委員   （８）の新型コロナウイルス感染拡大防止キ

ャンペーン事業について伺いたいのですが、

ポスターやチラシの制作及び配布、掲出など

とあります。新型コロナウイルス感染防止対

策のポスターは何種類作られたのかお伺いし
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ます。  

広報課長   新型コロナウイルス感染防止対策のポスター

については、昨年度は３種類作っております。  

最初に赤の斜め線が入っているポスター、次

はハローキティの黄色いポスターと、グリー

ンの斜め線が入っているハローキティのポス

ターの合わせて３種類です。  

赤星委員   ポスターの制作料は幾らですか。  

広報課長   ポスター制作の費用は１５１万７，０００円

です。  

赤星委員   チラシの配布はどのような方法で行われまし

たか。  

広報課長   公共施設への配布に関しましては逓送便など

を使いましたし、あとは郵送などを使って送

った形になります。  

赤星委員   チラシのほうの制作費も教えてください。  

広報課長   チラシのほうは、「広報とやま」のチラシ折

り込み分になるのですけれども、印刷の費用

が２３万７，０００円です。  
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これは広報６月５日号に折り込んで配ってい

ますので、広報と同じ数だけ、同じように配

っているという形になります。  

赤星委員   主要施策成果報告書１０１ページに詳細が載

っているのですけれども、決算額５，３５１

万３，０００円の内訳を教えていただけます

か。  

広報課長   主なものという形になるのですけれども、ま

ずポスター制作が、先ほども言いましたが１

５１万７，０００円、「広報とやま」のチラ

シ折り込みが２３万７，０００円、シティー

スケープへの掲出が１０４万７，０００円に

なります。  

テレビ・ラジオ等ですけれども、テレビＣＭ

を６本作っておりまして、これが２，９６４

万３，０００円、ラジオが１８３万５，００

０円、新聞広告が９１２万１，０００円、コ

ミュニティバスの広告等が１４万２，０００

円、あとマスクも作っておりまして、その制

作に４００万円、また、市内観光者などへの

啓発も含めたものについて番組を２本作って

おりまして、それらを合わせて５５０万円で

す。主なものは以上になります。  
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赤星委員   シティースケープへのというのは、シクロシ

ティ株式会社……。  

広報課長   こちらの支払いはシティースケープのものに

なりますので、支払先はエムシードゥコー株

式会社になります。  

赤星委員   支払先はエムシードゥコー株式会社なのです

か。  

広報課長   こちらに書いてあるシティースケープは、支

払先がエムシードゥコー株式会社になります。  

赤星委員   先ほど１０４万７，０００円とお聞きしたの

ですけれども、これは何種類のポスターを何

回、何日間掲出されたのでしょうか。  

広報課長   まず１０４万７，０００円は２回分の金額に

なります。１回につき５２万３，９６３円で

す。  

１回目は４月２７日から５月１０日の期間に、

ルートを１つ使わせてもらって２３面に掲出

しているのですけれども、「危機はあなたの

すぐそばまで来ている。」という言葉と赤斜

線の入ったポスターを掲出させてもらいまし

た。  



28

２回目が６月２２日から７月７日の期間で、

このときは、黄色の斜線とハローキティが描

かれた「新しい生活様式は、私たちの新しい

生き方。」というポスターを掲出させてもら

っています。  

赤星委員   このポスターの効果というものについてなの

ですけれども、車道を向いているものが多い

ですよね。それで、大きな「Ｚ」の形とハロ

ーキティは車の中から見えるのですけれども、

下のほうに小さい字でいろいろ書いてあるも

のが、車の中からではほとんど読み取れない

と。  

そこで、効果というものをどのように考えて

おられるのか、お聞きしたいと思います。  

広報課長   ポスターの効果なのですけれども、やっぱり

まず一番に目に入れてほしいものを目に入れ

たところで、ある程度効果が出てくると思い

ます。それを幾つも見るというところで―蓄

積という言い方が正しいのか分からないので

すけれども―それを何遍も見ることで、やは

り効果が出てくると思うのです。  

やっぱり最初に赤の斜線というものが見えて

くると、危険をイメージするということがあ

りますし、それこそ信号機ではないですけれ
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ども、黄色はやっぱり注意しようというイメ

ージがあると思うのです。  

細かいところが見えないというお話なのです

けれども、逆に言えば、あまり車からそこま

で読まれると運転のほうの危険性もあるのか

もしれません。  

ただ、まず一番見てほしいところは、新型コ

ロナウイルス感染症に気をつけようとか、新

しい生活様式など、そういう目にしてほしい

ところは大きく目立つように書いていますの

で、そこを目にしていただくところが一番肝

だと思います。  

赤星委員   そこのところがよく見えるのかどうかという

ことは、よほど目のいい方でないとあまり気

づかない方もいらっしゃるとは思います。  

村石委員   主要施策成果報告書２８ページ（７）の選ば

れるまちづくり事業についてのうち、シティ

プロモーションの事業についてです。  

主要施策成果報告書１０１ページの３、選ば

れるまちづくり事業に書いてあるように、暮

らしたいまち、訪れたいまちとして、定住・

交流人口の拡大を図っていくということで、

（１）のシティプロモーション推進事業が行

われています。  
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そこで質問ですけれども、この数値はどう解

釈すればいいのか。令和２年度の実績数値が

４５万件余りで、これは平成２８年度から比

べて相当上がっています。  

一方で、令和３年度の目標数値は３４万件余

りということで、ここの数字はどのように解

釈をすればよいのでしょうか。  

広報課長   この数値についてですが、この平成２８年度

の基準数値から少しずつ増えていくようにと

いう想定で、もともと平成２８年度の時点で

５年後を目指し、令和３年度の目標値を定め

ていたと。  

令和２年度の実績数値を見てみると、結果的

に令和３年度の目標数値よりも非常に多くの

方がアクセスしたり閲覧したりしてくれたと

いうことで、あえて目標値が低くなっている

わけでは決してありません。  

村石委員   今の課長の説明だと、恐らく富山市総合計画

の中で平成２８年度の基準値があって、５年

後の令和３年度の目標数値を決めたというこ

とだと思います。それはそれとして理解はで

きるのですけれども、令和２年度には４５万

件余りの閲覧や投稿件数があったということ

ですが、件数が多くなった要因はどういうこ
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とが考えられるのでしょうか。  

広報課長   この実績数値の中にペロリッチのツイッター

関係の件数も入っているのですけれども、こ

ちらのほうで集計を見ておりましたら、その

件数ですとか、ペロリッチのアニメ動画の再

生件数がありがたいことに非常に順調に伸び

ておりまして、それがやはり要因かと考えて

おります。  

村石委員   公開されているペロリッチの番組を私も実際

に幾つか見てみたのですけれども、私たち議

員が見ても非常に参考になる内容だったと思

います。  

件数をカウントするときに、閲覧であれば何

件という数値はよく分かるのですけれども、

投稿件数というものがちょっと私にはイメー

ジできないのです。要するに、その番組を見

て感想を投稿するというようなことをイメー

ジすればいいのかどうか。  

この投稿件数というものは、実際にどういう

ことを把握している件数なのでしょうか。  

広報課長   私も説明があまり上手ではないかもしれませ

んけれども―ここで言っている投稿件数とい

うものは、ペロリッチのツイッターでの投稿
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がリツイートされた数や、その投稿に返信し

てくれた数を数えているものになります。  

村石委員   ということは、投稿した人がいて―リツイー

トというのは、その投稿した内容をまたほか

の人に拡散しているというイメージですか。  

広報課長   ペロリッチのツイッターは、こちらが最初の

発信源になりますので、今言われたように、

こちらがまず１件投稿します。その投稿を見

た人が、これを誰かに広げようと思ってリツ

イートしたら、その人がリツイートという形

で投稿したことになるので、その件数を数え

ています。  

（「拡散したということ」と発言する者あり）  

村石委員   何となく分かりました。  

令和２年度に、どの番組にどれくらいのアク

セスがあったのかということは分かるのでし

ょうか。  

分かるのであれば、どういう番組でアクセス

が多かったのか、上位３つぐらいを教えてく

ださい。  

広報課長   単年度の閲覧数は、実はカウントできないの
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です。  

村石委員   非常に残念です。市議会の録画中継の動画は、

どの議員の質問に何人がアクセスしたのかを

把握することができるのですけれども、今の

場合はそういうことは数えられないシステム

になっているということが分かりました。  

広報課長   累積したものだけは分かるのですけれども、

令和２年度と言われると、その数字は分から

ないという感じです。  

村石委員   累積の数は見たら分かりました。３０万回と

か、すごい数字のものもありました。  

最後ですけれども、シティプロモーション推

進事業は、富山市のまちの内容などが非常に

分かりやすく、そして、それを見れば富山市

の魅力も感じられて、交流人口や定住者も増

えるということがあると思います。  

こういう事業に取り組んでいるということを、

市民、あるいは全国的にも周知するような取

組は、具体的にどのようにされているのでし

ょうか。  

広報課長   ペロリッチの特設サイトについては、富山市

のホームページのトップページからすぐ入れ
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るようになっておりますし、ホームページを

見ればすぐ目に入ります。  

市民に対してはやっぱりホームページでの周

知なのですけれども、広報とやまで、こうい

うものを載せていますよという内容でお知ら

せしたこともあります。  

村石委員   ショートアニメムービーなので、教育委員会

を通じて子どもたちに知らせたりするという

ことはされていないのでしょうか。  

広報課長   それは今のところはやっておりません。こち

らから教育委員会に、これを上げたとお知ら

せすることまではしていないです。  

高田 重信委員 主要施策成果報告書２８ページの（６）首都

圏レピュテーション向上事業につきまして、

学術研究書籍とビジネス書籍の２種類を発刊

とありますが、発刊数と、どのような方法で

配布されたのかお聞かせください。  

企画調整課長 この本は市が出版したわけではなくて、学術

研究書籍のほうは、東京大学出版会が１，３

００部、もう１つのビジネス書のほうは、事

業構想大学院大学出版部が４，０００部発刊

したものであります。  
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市としてもこういう取組を行ったということ

はお知らせする必要があると思っております

ので、首都圏のふるさと富山交流会などへ御

招待しているような本市にゆかりのある方や

経済界の方々に１６０冊ずつ、市議会にも３

９冊、それから市立図書館あるいは各地域の

分館に１２冊を配っているほか、今年の２月

に森前市長と市内の中学生が座談会を開催し

たのですけれども、そういうところでもビジ

ネス書のほうを―内容が少し平易なものです

から―２４冊配ったり、市長を訪ねてこられ

たお客さんに対してもお配りしているところ

であります。  

高田 重信委員 読ませてもらって、これまでの富山市の事業

の特色が記載されていて大変よかったなと思

っています。配られたところからの反響や評

価などは届いているのでしょうか。  

企画調整課長 市の政策参与である隈  研吾さんから森前市

長に、大変いい本だった、いい取組だったと

直接メールを送られたようなこともあったと

聞いていますし、これを出版して読んでいた

だいたということだけではなくて、今後この

書籍に書いてあるようなことを通じて―例え

ば学術研究書籍の執筆に関わられた中島准教
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授等が、ＵＲ都市機構などの団体が主催する

シンポジウムでこういう取組を紹介されたり、

あるいは自治大学校でも講師をしておられる

ものですから、自治体から勉強に来ている職

員に対して講演したりというようなことで、

本市の取組がだんだんと、いろいろな層へ拡

散していっていると。  

あるいは事業構想大学院大学のほうでもこの

取組についてオンラインセミナーで配信され

たり、千葉商科大学基盤教育機構の笹谷教授

という方は、この取組を自分の著書にもお書

きになったりと、大変本市のレピュテーショ

ンの向上につながったと考えております。  

本市としましても、学術的な視点からも評価

されたということで、大変意味のあることだ

と考えております。  

高田 重信委員 村石委員の質問とちょっと関連があるかもし

れませんが、続けて主要施策成果報告書１０

１ページの（２）シビックプライド醸成事業

について、シビックプライドを醸成するとい

う形で今までいろいろと事業を進めてきてお

られますけれども、正直言って―この言葉を

使われたのは森前市長だったと思うのですが

―令和２年度までで市民の皆さんのシビック

プライドがどこまで醸成されたと捉えておら
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れるのか、意見があれば部長からお聞かせく

ださい。  

企画管理部長 シビックプライドの醸成の評価というものは、

市民から直接聞くということもなかなか難し

いのですけれども、昨年度、富山市民５，０

００人を対象にした市民意識調査を実施して

おります。１８歳以上の男女、旧町村地域も

含めて、それぞれ無作為に抽出して調査票を

お送りさせていただいております。  

本市の施策の満足度であるとか、逆に不満な

点など、調査項目は多岐にわたっているわけ

でございますけれども、例えば本市の住みよ

さに関しましては、９割を超える方に富山市

は大変住みよいまちだという評価をいただい

ているところであります。  

さらには、富山市への定住意識という質問項

目に対しましても、８５％の方が富山市にず

っと住み続けたい、あるいはできることなら

住み続けたいというような御回答をされてお

ります。  

これは経年的に―市民意識調査は概ね３年ご

とに実施しておりますけれども―前回、３年

前に実施した調査よりも、やっぱり今、評価

が高い結果になってきておりますので、そう

いった意味でも、１つの側面ではございます
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けれども、富山市への愛着度とか、あるいは

市民の皆さんのいわゆるシビックプライドの

意識というものが高まってきているのではな

いかと評価をしているところでございます。  

高田 重信委員 主要施策成果報告書１０１ページの（２）シ

ビックプライド醸成事業のウ、奥田塾運営補

助金につきまして、令和２年度はどういう内

容で―何回とか生徒数が何人だとか、そうい

ったことについてお聞かせください。  

広報課長   奥田塾は月に１回のペースで演劇稽古を行っ

ておられたのですけれども、昨年度は開催回

数が全部で８回、そのうち５回は新型コロナ

ウイルスの感染拡大で集まることが難しかっ

たということもあり、オンラインで開催をし

ているということです。あとの３回は、奥田

さんが来県されて、直接指導で稽古をされて

いると聞いております。令和２年度の在籍者

は全部で３１人です。  

高田 重信委員 これも先ほど部長が言われた―奥田  瑛二さ

んの指導を受けられるということはなかなか

ないので―今後ともと言ったらまたあれなの

ですが―この評価をしっかり捉えられて、ま

たシビックプライドの醸成に役立てていただ
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ければと思います。  

赤星委員   先ほどの答弁をお聞きしたときにちょっと聞

きそびれたのですけれども、シティースケー

プへの広告掲出について、支払先がエムシー

ドゥコー株式会社になるのはどうしてなので

すか。  

広報課長   支払先がエムシードゥコー株式会社なのは、

シティースケープへの広告掲出の契約相手だ

からです。  

赤星委員   私は９月議会に当たって、市のいろいろな課

にわたってシティースケープに広告を掲出し

ているものを集計して調べてもらったのです

けれども、その中で令和２年度の広報課から

の支出は９４１万２，８５８円とあります。

これはシクロシティ株式会社への支払いで、

今おっしゃったエムシードゥコー株式会社と

の契約というのはまた別なのですか。  

広報課長   そうです。言われるとおり、別です。  

赤星委員   それはなぜ別々にされるのでしょうか。  

広報課長   掲出しているシティースケープの持ち主がそ
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れぞれ別だからだと思います。  

赤星委員   そうすると、シティースケープと言われるポ

スターパネルは、場所によってエムシードゥ

コー株式会社のものとシクロシティ株式会社

のものに分かれているということですか。  

広報課長   そういうことになります。  

赤星委員   広報課からシクロシティ株式会社への支出額

は、平成３０年度が９２４万円で、平成３０

年度から９００万円台になっておりまして、

令和元年度が９３２万円、令和２年度が９４

０万円余りと。その前、平成２８年度と平成

２９年度は２３１万円だったのですけれども、

平成３０年度から３倍以上に増えています。

なぜこんなに増えたのでしょうか。  

分科会長   令和２年度分の決算に関することでの質問に

変えていただけますか。  

赤星委員   令和２年度において、企画管理部の所管で、

シクロシティ株式会社への広告料を何課から

幾ら支出したのかという金額は、今全て分か

るでしょうか。  
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広報課長   広報課の分につきましては、先ほど赤星委員

が言われた９４１万２，８５８円になります。  

ガラス美術館次長 ガラス美術館では、ガラスの街とやまのＰＲ

として、シクロシティ株式会社のショーケー

スにガラス作品の展示を行っております。そ

の自立式広告パネル―４か所でございますが

―この広告費については１，０３５万３，２

００円となっております。  

文化国際課長 市からの直接の支出ではございませんが、外

郭団体の市民文化事業団から、オーバード・

ホール等で開催される公演をＰＲするための

広告掲出箇所１０か所分につきまして、令和

２年度決算額で１，２２２万７，０００円余

りを支出しております。  

赤星委員   先ほどシクロシティ株式会社とエムシードゥ

コー株式会社がそれぞれ別の契約になってい

るという話がありましたので、エムシードゥ

コー株式会社との契約による令和２年度分の

広告料の支出は分かりますでしょうか。  

広報課長   広報課分につきましては、まず先ほど新型コ

ロナウイルス感染拡大防止キャンペーン事業

で説明した分がありますのと、あともう１つ
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は、シビックプライド醸成事業のほうでも広

告を掲出しておりますので、２９８万１，０

００円を支出しています。  

ガラス美術館次長 ガラス美術館におきましては、エムシードゥ

コー株式会社との契約はありません。シクロ

シティ株式会社への支出のみでございます。  

文化国際課長 市民文化事業団は、ガラス美術館と同様、シ

クロシティ株式会社への支出のみでございま

す。  

松井委員   主要施策成果報告書１０１ページの（１）シ

ティプロモーション推進事業では閲覧・投稿

数ということで数値が合算されているのです

けれども、少し表記を改善していただかない

と、これを見ているだけでは正直分かりにく

いです。わざとしているのかと思うぐらいな

ので―この辺りの表記の仕方をもう少し改善

して、決算の書類に反映させていただきたい

と思います。  

それと、（２）シビックプライド醸成事業に

関しても、参加者数というふうにしているの

であれば、その事業に対して実際に参加され

た人数がどれだけで、写真投稿数がどれぐら

いあったのかということをしっかり分けるこ
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とで、実際に執行した予算に対してどういう

ふうに検証すべきかということに反映できる

と思いますので、やはりこういったところは

表記の仕方をしっかり改善した上で決算審査

に臨んでいただけるようにお願いしたいと思

います。改善する気があるのかないのか、見

解をお聞かせください。  

企画管理部長 御指摘は大変ごもっともだと思っております。  

実はこの数字は、富山市総合計画前期基本計

画の中での成果指標という、いわゆる取組に

ついて客観的に評価するための指標というこ

とで、こういった定め方をしているところで

ございます。現在策定中の後期基本計画にお

きましては、成果指標について、今ほど御指

摘いただいたことなどもしっかり踏まえまし

て、もっと分かりやすい―正直申し上げまし

て、このプロモーションの効果を測定するも

のとしてどういう数値を持ってくるのかとい

うことも大変悩むところではございますけれ

ども、いずれにいたしましても、もっと市民

の方に分かりやすい内容のものに改めていき

たいと考えております。  

大島委員   主要施策成果報告書２８ページの（１０）行

政改革の推進についてのうち、ＰＦＩ事業に
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ついてお尋ねいたします。  

富山市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規

程によって、１０億円以上の公共施設整備事

業についてはＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入を必

ず検討するということになっていると思いま

す。  

芝園小学校・中学校を建設した頃は、ＶＦＭ

が３０％以上で２０億円以上の削減効果があ

るという時代だったのですが、今ではもうＶ

ＦＭは数％になりましたし、それに参加する

グループ、企業体が随分減ってきました。こ

のことについて、昨年度、ＰＦＩ事業を導入

された件数とＶＦＭ―金額が分かれば教えて

いただけますか。  

行政経営課長 昨年度、市のほうで事業者公募を行った件数

につきましては、３件でございます。内訳と

しましては、大沢野地域公共施設複合化事業

と大山地域公共施設複合化事業、あとは富山

市公設地方卸売市場再整備事業でございます。  

そのうち大沢野地域公共施設複合化事業と大

山地域公共施設複合化事業につきましては、

ＰＦＩ事業ということで、ＶＦＭを算定して

ございます。大沢野地域公共施設複合化事業

につきましては１３．５％、大山地域公共施

設複合化事業については０．７％でございま



45

す。  

富山市公設地方卸売市場再整備事業につきま

してはリース方式という形を取っていますの

で、ＶＦＭの算定は行ってございません。  

大島委員   これからも恐らくＶＦＭという値があまり出

てこないというか、少なくなるという傾向が

あると思うのですが、その辺については―Ｐ

ＦＩ事業をやる価値が本当にあるのかどうか。  

例えば中規模ホールの事業者選定については、

ＴグループとＹグループの２者の提示価格の

差が僅かだったと思うのです。価格評価点２

００点のうち、多分提示価格が安いほうが２

００点、高いほうが１９９．５点という差で、

最終的に同点になって、Ｔグループに決まっ

たと。  

ＶＦＭの価値というものをどういうふうに見

ているのか少し疑問に思うのですが、その辺

りについてはどうですか。  

行政経営課長 ＰＰＰ／ＰＦＩ事業につきましては、今委員

がおっしゃったように、当然ＶＦＭという形

でのライフサイクルコストの縮減ということ

も大きな目的の１つでございますが、それよ

りも、民間事業者のノウハウ、創意工夫を生

かした提案力というところがある意味最大の
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メリットだと感じております。  

おっしゃるとおり、昨今、ＶＦＭという数値

はいろいろな事情により大分減少してきてお

りますが、裏を返せば、その分価格よりも提

案力勝負ということに変わってきているとも

感じておりますので、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を

導入する場合の事業につきましても、十分効

果は発揮されているものと考えております。  

村石委員   分科会長、今ほどＰＦＩ事業についていろい

ろと質疑応答がされたのですけれども、主要

施策成果報告書１０４ページの官民連携推進

事業の（４）富山城址公園パークマネジメン

ト推進事業について質問したいのですが、よ

ろしいですか。  

分科会長   はい、どうぞ。  

村石委員   では、質問させていただきます。  

この富山城址公園パークマネジメント推進事

業について趣旨が書いてあって、パークマネ

ジメントの導入可能性について調査を実施し

たとあります。  

そこで質問ですけれども、ＰＦＩ事業として

公募をするときの条件を検討するための、い

わゆるマーケットサウンディングとして考え
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てよろしいのでしょうか。  

行政経営課長 マーケットサウンディングにつきましては、

ＰＰＰ事業を官民双方で円滑に行うため主に

事業の発案段階から募集段階まで、民間から

意見聴取を行って、事業化の可能性などを検

討するものでございます。  

昨年度、本市が実施しました富山城址公園の

パークマネジメント推進事業につきましても、

その可能性を探るものとして、委員がおっし

ゃったマーケットサウンディングを実施して

おりまして、例えば想定される事業の内容だ

とか、あとは事業参入のニーズや事業化に向

けての課題などを把握するとともに、ある意

味、事業スキームや事業範囲等についても検

討をしていたものでございます。  

村石委員   分かりました。  

そこで、大変細かいこともお聞きしますけれ

ども、このことは民間の事業者が提案するに

当たって非常に大事なことなので、分かれば

教えていただきたいと思います。  

いわゆるＰＦＩで施設管理あるいは収益事業

なども行って、そして、そこで得た収益の一

部を市のほうにも拠出してもらう方法として

パークマネジメントが考えられると思うので
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すけれども、やはり公園利用者や公園の周り

の通行人の数というものは非常に大事だと思

うのですが、この中ではどのように把握され

ているのでしょうか。  

行政経営課長 城址公園の利用者数、利用状況については、

公園来場者数や属性、公園来訪の目的等の明

確な調査データは正直ありませんでしたので、

郷土博物館や市営駐車場の入場者数及びイベ

ント等の実績等から、年間約３４万人という

ことで推計しております。  

それに加えて、例えば路面電車の１日の平均

乗車数であるとか、中心商業地区及び富山駅

周辺の歩行者通行量というものについて、別

の所属で調査したものがございましたので、

そういったものを参考に、基本的には基礎デ

ータとして調査して検討していったものでご

ざいます。  

村石委員   今ほどの話で数字も出ましたけれども、でき

るだけ富山駅周辺までエリアを広げて、歩行

者や観光客などを数えているということを伺

いました。  

そこで、例えば収益施設を造ったとして、そ

の人たちにそこを利用していただくというこ

とになると思うのですけれども、例えばどう
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いうような収益施設が設置されれば皆さんに

利用してもらえるのかというような、具体的

な話はされていたのでしょうか。  

行政経営課長 官民連携によるパークマネジメント事業とい

うものを成功させるためには、公園の集客や

収益向上を図る必要があると考えております。  

そういったことから、昨年度実施したマーケ

ットサウンディング等において民間事業者の

御意見を伺うとともに、成功事例として、例

えば大阪城公園のパークマネジメント事業や

東京都の南池袋の公園の事業などといった事

例も参考にして、やはりカフェやレストラン

などの収益事業というものは有効だというふ

うに検討したものでございます。  

村石委員   具体的なものとしてカフェやレストランとい

うことは今お話しされましたけれども、その

施設だけではなくて、その施設の周辺をどう

するのか。例えば、そこに芝生広場があって

親子で遊べるのか、あるいは見晴らしが大変

よく、そういう見晴らしはどこででも見られ

るものではないので、ぜひそこへ行ってコー

ヒーを飲んだり食事をしたりするなど、収益

施設を周辺に整備するということも非常に大

事だと思うのですけれども、これについては
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どのような意見交換というか―どのような話

が出ていたのでしょうか。  

行政経営課長 そういったカフェやレストランなどの収益施

設を営業していくためには、鶏と卵の関係で

もありますが、やはり年間を通してコンスタ

ントに集客が図られるということが重要であ

ると考えております。  

ただ、富山城址公園のウイークポイントとし

ては、やはりファミリー利用と冬季間の利用

が少ないことが課題であると認識しておりま

した。  

こうしたことから、令和元年度ではありまし

たが、トライアルサウンディングというもの

を実施いたしまして、民間事業者から提案の

あったファミリー向けのイベントや冬季間の

イベントを試験的に実施しました。そうした

ところ、大変多くの市民の方の参加があった

と実証されたところもございますので、適切

なコンテンツというものを用意すれば可能性

があるということが分かっております。  

そのためには、やはりイベントなどのソフト、

あとは施設設置などのハードというものをう

まく組み合わせていくことが重要だと考えて

おります。  
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村石委員   おっしゃるとおり、ハードとソフトの両面が

あって、たくさんの人が訪れる公園になると

思います。そのとおりだと思います。  

指定期間は、ほかの事例を見ると２０年など

というようなところもあるのですけれども、

何年で考えておられるのでしょうか。  

分科会長   これは昨年度の決算の話なのですけれども、

昨年度の状況で聞くということでよろしいで

すか。  

村石委員   はい。令和２年度に行っている事業の中で、

そういう数字があるのでしょうかという意味

です。  

行政経営課長 都市公園法によれば、許可の期間というのは

最長１０年とされています。  

ただ、平成２９年度の都市公園法の改正に伴

ってできたＰａｒｋ－ＰＦＩ制度というもの

を活用すれば、それを２０年まで延長するこ

とが認められておりますので、その辺りにつ

きましては、これから事業募集要項を作る段

階で、民間の意向も確認しながら決定してま

いりたいと考えております。  

村石委員   最後にしますけれども、例えば環水公園にあ
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るコーヒー店なども、県のほうに１平米当た

りの使用料を払っています。  

その使用料について、どのように検討された

のでしょうか。  

行政経営課長 公園にそういった収益施設を設置する場合の

貸付料については、今現在、富山城址公園に

おいては平米当たり９０円という比較的安い

価格の設定となっております。  

ただ、委員がおっしゃったような環水公園も

そうですし、先ほど言った大阪城公園などと

いった先進事例では、そういった平米当たり

の定額単価だけではなくて、収益施設の売上

げに割合を乗じる形での使用料の徴収方法等

も取っておられます。本市で実際にパークマ

ネジメント事業を実施する際には、そういっ

た先進事例等も踏まえ、市も一緒になって考

えながら決定してまいりたいと思います。今

現在は決定しておりません。  

赤星委員   主要施策成果報告書２８ページの（８）と（ 

９）の間に―ここには書いていないのですけ

れども―主要施策成果報告書１０２ページを

見ますと、富山市レジリエント・シティ推進

事業があります。それについて伺いたいので

すが、令和２年度の決算額２，４６５万３，
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０００円の内訳について教えてください。  

未来戦略室長 まず、昨年度、再雇用という形で雇用いたし

ました会計年度任用職員の報酬等が５３５万

円。そして報償費―これはレジリエンス研修

というものを行っておりまして、その英語翻

訳に対して２万５，０００円。そして需用費

でございますが、主要施策成果報告書１０２

ページにも記載しておりますけれども、昨年

度、世界銀行のほうで「富山市の発展の歩み」

を発刊しております。こちらは外国語で作成

されたものでありますが、これを日本語版で

作成するための印刷費といたしまして１６２

万３，０００円。そして、役務費としまして

郵便料の１万２，０００円。委託料としまし

ては、本市のレジリエンス統括監であるジョ

セフ•ランゾウ稲田氏への委託料と、先ほど

の「富山市の発展の歩み」を印刷するための

加工費用を合わせまして１，７５４万４，０

００円でございます。そして最後に負担金と

して、東洋大学のＰＰＰ研究所への参加費１

０万円を支出しております。  

赤星委員   昨年も質問していたのですけれども、レジリ

エンス統括監のジョセフ•ランゾウ稲田さん

への委託料が、令和元年度は１，７００万円
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であったとお聞きしました。令和２年度も同

じく１，７００万円でしょうか。  

未来戦略室長 同額の１，７００万円になります。  

赤星委員   その金額の根拠につきましては、１００のレ

ジリエント・シティに選定されたときに、Ｃ

ＲＯを置いてほしいというロックフェラー財

団からの条件に基づいてこの金額になってい

たとお聞きしたのですけれども、ジョセフ•

ランゾウ稲田さんはその後ずっと続けておら

れるのか、それとも今は違った状態なのか、

教えていただけますか。  

未来戦略室長 ジョセフ・ランゾウ稲田氏につきましては、

最初は２０１５年７月にＣＲＯに就任されて

おります。その後、令和２年度までＣＲＯと

しての任を務めておられました。  

令和３年度につきましては委託はしておりま

せん。  

赤星委員   令和３年度に委託しないことになったのは、

令和２年度においてどのような検討というか

話合いがあったからなのでしょうか。  

未来戦略室長 理由は１つではございませんけれども、まず
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１つには、もともとランゾウＣＲＯに就任し

ていただいた経緯としましては、委員もおっ

しゃったとおり、富山市が１００のレジリエ

ント・シティに選任されたということで、こ

のプログラムを主催するロックフェラー財団

のほうから、補助金とともに、このＣＲＯを

配置してくださいという話がございました。  

その後、ロックフェラー財団が１００ＲＣの

プログラムを終了したということもございま

して、現在この１００ＲＣの取組は、ＧＲＣ

Ｎという各国のＣＲＯの自主的な集まりにな

っております。そういったこともきっかけで

ございましたし、市としましてこのレジリエ

ント・シティの１００ＲＣ事業を５年間やっ

てきたということで、これまでの都市レジリ

エンスという考え方の普及啓発のようなもの

は一定程度区切りがついたのではないかとい

うことで、昨年度いっぱいで委託をしなくな

ったということでございます。  

赤星委員   そうしますと、昨年度いっぱいですから今年

の３月３１日をもってお辞めになったという

ことでよろしいのでしょうか。  

未来戦略室長 こちらは委託契約が１年間となっております

ので、令和３年３月３１日で終わっておりま
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す。  

赤星委員   委託契約なので、ないとは思うのですけれど

も、いわゆる退職金のようなものはお出しに

なっているのでしょうか。  

未来戦略室長 退職金は支出しておりません。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   審査の途中ですけれども、暫時休憩といたし

ます。  

午後  ０時０２分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午後  １時０６分  再開  

分科会長   総務文教分科会を再開いたします。継続して

質疑に入ります。  

主要施策成果報告書２９ページの（１１）ガ

ラスの街づくりから（１４）桐朋学園富山キ

ャンパス推進事業の中で、質疑のある方は挙

手をお願いします。  
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高田 重信委員 主要施策成果報告書１０５ページにあります

富山ガラスラグジュアリーブランド開発事業

のうち、日本橋三越本店で実施された販売実

績がどういうものだったのかお聞かせくださ

い。  

企画調整課長 令和２年度は２回実施しておりまして、富山

アイコニックの販売実績は店頭分が１３２点、

オンラインが２５点の計１５７点です。  

このフェアについては、富山アイコニックだ

けではなくて、既存の富山ガラスの作品を一

緒に持っていっております。そちらのほうが

たくさん売れておりまして、作家の作品のほ

うは合わせて店頭では２８９点、オンライン

販売では１３点という販売実績になっており

ます。  

高田 重信委員 売上高は分かりますか。  

企画調整課長 富山アイコニックにつきましては、店頭とオ

ンラインを合わせまして９７万９，０００円、

それから作家作品につきましても、同じく店

頭とオンラインを合わせまして２３４万７，

２００円という実績になっております。  

高田 重信委員 令和２年度に、県外で販売されたのはここだ
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けでしたか。  

企画調整課長 県外はここだけです。  

高田 重信委員 このときの東京のお客様の評価や評判は、ど

のようなものだったのでしょうか。  

企画調整課長 それこそ新型コロナウイルス感染拡大の影響

を受けておりまして、店頭販売はそんなに振

るっていないわけですけれども、令和２年度

に開発がなされたものですから、今後期待し

ていけるものと思っております。現に令和３

年度に入りまして、オンライン販売が非常に

増えてきております。  

高田 重信委員 富山ブルーでしたか、富山の新しい色を出さ

れたということで、ちょっと評価を聞きたか

ったのですが、あまりたくさんは売れなかっ

たということで、引き続き販売、企画で努力

していっていただきたいと思います。  

続きまして主要施策成果報告書１１１ページ

のガラス美術館の事業について、２の「富山

ガラス大賞展２０２１」は今、終わられたと

ころなのですけれども、１，１２６点の応募

があったうち準備段階で入選候補作品約１０

０点を選定されたということなのですが、こ
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の作品をどういう観点で選定されたのかは分

かりますか。  

ガラス美術館副館長 「富山ガラス大賞展２０２１」に関しまして

は、第１次審査で１，１２６点から１０８点

まで選出いたしました。  

６名の審査員のうち、３名が海外の審査員の

方です。また、３名がグラスアート専門の方、

３名がコンテンポラリーアート専門の方にな

っております。  

１次審査はもともとの予定どおり画像審査を

行いました。応募作品１点につき３枚の画像

と、自己の作品のＰＲやコンセプト、サイズ

などの資料が一緒に送られてまいりました。

審査につきましては、３名の日本人の審査員

の方には実際に富山に来ていただきました。

海外の審査員の方とは、オンラインで１名ず

つ３回やりとりしまして、それらの結果を合

わせて１次審査を通過ということで、各審査

員に御了承をいただいております。  

１，１２６点の作品を一点一点見ていくのは

非常に大変な時間がかかりまして、私も資料

のページをめくりましたけれども、１，１２

６名の資料を見るだけで２時間かかると。そ

の資料を審査日の２週間前に先方に到着する

ように事前にお送りしまして、また紙の資料
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とともにオンライン上でも見られるようにし

て、審査していただきました。  

高田 重信委員 コロナ禍の中で大変な苦労だったなと思って

います。よく開催できたというか、よくこれ

だけの作品が集まったなと。  

１つは、富山市のこれまで培ってきたものが

評価されたことでこれだけ多くの作品が集ま

ってきたのかなと思っています。作品を見さ

せてもらったのですけれども、大変すばらし

いなと思っています。  

ただ、今、表現の仕方がすごく多様化してき

ている中で、いろいろなメディア、いろいろ

な種類が出てきていますよね。そのところの

見方というか、そのときの評価の仕方という

ものは、この時点でどうだったのかお聞かせ

ください。  

ガラス美術館副館長 この評価につきましてはなかなか難しいもの

があるのですけれども、１次審査、２次審査

を通して、１名の審査員にはずっと目を通し

ていただいています。ほかの５名は、１次審

査と２次審査では別の方に審査していただい

ております。２次審査も１次審査のときと同

じように、３名がグラスアート専門の方、３

名がコンテンポラリーアート専門の方になっ
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ています。  

前回の「富山ガラス大賞展２０１８」では、

メディアアートと言って、ガラスを使いなが

ら、映像と音の両方を合わせた作品が大賞を

取ったということもありまして、今回の応募

作品は非常に多様化が目覚ましくありました。  

それで、講評などでもそのことは話題になり

ましたけれども、基準としましては、１つ目

はガラスを素材にしている作品、あるいはガ

ラスに関連する素材で作った作品であること、

２つ目はその作品に非常にオリジナリティー

があるということ、３つ目はその作品自体が

美しいということ、４つ目はその作品自体に

尊厳を携えているものであるということです。  

ただ、３つ目と４つ目に関しましては非常に

主観も入ると思うのですけれども、長らくグ

ラスアートに携わって研究されている方、あ

るいはコンテンポラリーアートの御専門の方 

々ばかりですので、最終的に結果にはあまり

そごもなく、非常にいい結果が得られたとい

いますか、公平な目で御判断いただいたとい

うふうに、審査員の方々も事務局のほうでも

考えております。  

高田 重信委員 ガラス美術館を造ったときのコンセプトとい

うか、１つは「透き通る」というようなイメ
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ージを出されていたと思うのですが、それと

の兼ね合いといったようなことは―それは審

査には全然関係ない話ですか。  

ガラス美術館副館長 もちろん「透き通る」というイメージとも重

なるところはあると思うのですけれども、ま

ず１つは、１９５０年以降の現代グラスアー

トというものを専門にした美術館であると。 

ガラスを中心とはするのですけれども、その

ほか「透き通る」というイメージをテーマと

して展覧会をしていってはどうかということ

で開館しております。  

「透き通る」という言葉にはいろいろな意味

があると思うのですけれども、グラスという

ものが透き通った素材であるということと、

また同時に透明性のある公平な美術館であろ

うというメッセージも込められておりますの

で、今回の大賞展とはそういった意味でもリ

ンクしていると思います。  

高田 重信委員 木梨憲武展も見に行ってきましたが、若い人

たちも大変多く来ておられたなと。これから

ますますまた頑張っていただきたいと思いま

す。御苦労さまでした。  

松井委員   今の話の関連なのですけれども、前回の富山
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ガラス大賞展は２０１８年の開催だったと思

いますが、そのときの応募作品数は何点ぐら

いあって、例えば参加国は何か国あったのか

教えてください。  

ガラス美術館次長 「富山ガラス大賞展２０１８」では、４６の

国・地域から、作品数にして１，１１０作品

の応募がございました。  

松井委員   個人的にはもう少し数が伸びていてほしいな

と思いながら―応募のあった国や地域の数が

増えてきているという部分では、やっぱり富

山はガラスの街というものが多少なり、いろ

いろな分野に関して、ガラス関係の方たちに

とっては根づいてきているのではないかと思

いますが、どう評価しているのかお聞かせく

ださい。  

ガラス美術館副館長 今回は２回目の開催で、作品数としては１６

点、国・地域としては５地域増えました。  

数としてはさほど大きい増加ではないのです

けれども、このコロナ禍という中で、正直言

いまして、事務局としては作品数が５００点

ぐらいに下がるのではないかと考えておりま

した。ですので、我々の少し低く見ていた期

待を、うれしいほうに大きく裏切ってくれた
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というのが本当のところです。  

２次審査を通過した入選作品に関しましては、

応募者御自身で輸送料を負担して作品を送付

いただくという規定になっているのですが、

昨今のコロナ禍の影響で、物流の航空運賃な

どといった輸送費が非常に高騰しています。

そのような中でもこれだけ多くの方々が応募

してくださったということは、事務局として

非常にありがたいと思っておりますし、富山

のガラスというものが、ある意味、国際的な

広がりを持っているのではないかと考えてお

ります。  

松井委員   今まで富山市がガラスの街という形でいろい

ろな事業に取り組んできた成果がこういうと

ころに出てきていると思うので、また次回、

３年後の開催に向けて、やはり富山のガラス

の街というブランドを一段と発信していって

いただきたいと思います。これは要望です。  

織田委員   主要施策成果報告書２９ページ（１４）桐朋

学園富山キャンパス推進事業について教えて

いただきたいのですが、主要施策成果報告書

１０８ページには桐朋学園富山キャンパス運

営費補助金の内容が載っています。  

コロナ禍の中でなかなか開催が難しかった―
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４月の定期演奏会もできず、６月には特別演

奏会も中止になったと。あるいは観客の数を

減らして開催ということで、大変残念なこと

でありますが、致し方ない部分があろうかと

思います。  

（３）のほうに無料演奏クリニックというも

のがあります。やっぱり子どもたちが本物の

演奏に触れるということは大変大切なことで

はないかと思いますが、残念ながら令和元年

度、令和２年度と実績がなかったということ

であります。  

これはいわゆるクリニックということですが、

どんな楽器がこのクリニックの対象になって

いるのか、教えていただきたいと思います。  

文化国際課長 昨年度は中止しておりますので平成３０年度

の例でございますが、楽器ごとに一度ずつ行

っております。例えばフルート、クラリネッ

ト、サキソホン、ホルン、トランペット、ト

ロンボーン、チューバとユーフォニウムとい

った楽器について、市内の中学校に在学する

１年生、２年生などを対象に個別に指導を行

っております。  

織田委員   子どもたちが本物に触れることも大切ですが、

指導者がどのように指導するのかという様子
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を間近で見られるということもまた大変大切

な部分であると思います。  

コロナ禍の中でなかなか開催が難しいかも分

かりませんが、この後またしっかりと、そう

いう機会ができることを期待しております。  

赤星委員   主要施策成果報告書２９ページ（１３）中規

模ホール整備官民連携事業について伺いたい

と思います。  

主要施策成果報告書１０７ページ（２）基本 

・実施設計の内容の客席数ですが、６５２席

となっております。  

当初からずっと、規模として大体７００席ぐ

らいのホール整備というふうに進めてきてい

たと思うのですけれども、５０席も減るとち

ょっと規模が小さくなり過ぎかなとも思うの

ですが、この席数になった経緯をお聞かせい

ただけますか。  

文化国際課長 中規模ホールの客席数につきましては、委員

御指摘のとおり、令和元年度に策定した基本

計画や業者からの提案におきましては７００

席程度としておりました。  

しかしながら、現在あるオーバード・ホール

の座席の前と後ろの間隔―横から見ると前の

席の背もたれが斜めになっておりまして、そ
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の一番後ろを垂直に下ろした地点から後ろの

席との間隔―が２１センチメートルというこ

とで、御利用の方から狭いという意見が多く

寄せられております。  

この２１センチメートルという間隔は全国的

には一般的なのですが、そういった狭いとい

う意見もございますので、せっかく新しく造

る中規模ホールを、ちょうどいいホールとし

て市民の皆様方に快適に広く利用していただ

くために―オーバード・ホールは間隔が２１

センチメートルですが―中規模ホールの設計

では間隔を３４センチメートルに広げました。  

ちなみに３４センチメートルという間隔は、

富山市内ですと国際会議場がそうです。国際

会議場は座席にゆとりがあると思いますが、

中規模ホールと同程度、３４センチメートル

の間隔でございます。  

このことから、前と後ろの間隔を広げると当

然座席数が減少となりまして、令和２年９月

の基本設計の公表の際に、この６５２席と発

表させていただきました。  

なお、座席数は減少となりますが、結果とし

て座席が狭いという理由で鑑賞を敬遠されて

いた方の来場の動機づけ等になるなど、来場

率、入館率の向上につながるものと考えてお

ります。  
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分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   よろしければ次のページに移ります。  

主要施策成果報告書３０ページ（１５）情報

化の推進（ＩＣＴを活用した市民サービスの

提供）について以降、企画管理部所管分で質

疑はありませんか。  

田辺委員   （１６）情報セキュリティの強化というとこ

ろで、主要施策成果報告書１１０ページの令

和２年度の決算額の内容を、もう少し詳しく

教えていただけますか。  

情報統計課長 システムの構築費に当たる部分がこれに該当

します。  

分科会長   １億９００万円の決算額の内訳を……。  

情報統計課長 情報システムの機器の更新などといった部分

の委託費が大半になります。  

田辺委員   システムの更新費用ということでよろしいで

すか。  
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情報統計課長 はい。  

大島委員   関連してですけれども、主要施策成果報告書

３０ページ（１６）にネットワークの監視と

ありますが、どういう頻度でネットワークを

監視していらっしゃるのかと、サイバー攻撃

というものは富山市に対して実際にあったの

か。あったとすれば何回あったのか教えてく

ださい。  

情報統計課長 ネットワークの監視については、ログ等で常

時行っております。  

サイバー攻撃の件数まではこちらのほうでま

とめておりませんが、サイバー攻撃らしきも

のというのは数件あったのですけれども、調

べた結果、攻撃ではなかったと聞いているの

で……。実際に攻撃があったということは今

のところない状態です。  

大島委員   市に対して直接の攻撃はなかったということ

ですか。それとも、全体のネットワークに対

して、サイバー攻撃らしきものが数件あった

という意味ですか。  

それと先ほどの質問で、サイバー攻撃なりを

防ぐネットワークの監視を誰がどのように行

っているのかを詳しく教えてください。  
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情報統計課長 情報統計課の担当主幹がログを見て実施して

おります。  

大島委員   担当主幹がログを見て行っておりますだけで

は、内容が全く分からないですよ。  

いつ、どのような形でやっているのか―毎日

やっているのかとか、具体的な方法というも

のは分からないのですか。  

情報統計課長 その件につきましては、詳細をまとめたもの

を後日お伝えさせていただきます。  

大島委員   次に、主要施策成果報告書３０ページの（１

７）情報システム経費の抑制について、専門

家である情報企画監を中心として、システム

の導入や調達の価格についてどのぐらいが適

正かというふうに審査されています。  

ここで経費の削減に努めたとありますけれど

も、専門家である情報企画監が審査した結果、

どれだけの金額で見積りしていたものが実際

にはどのぐらいの金額で導入されたなどとい

う具体的な差額は出せますか。  

情報統計課長 全体をまとめたものは手元にないのですが、

実際に情報のシステムを入手するときに、導
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入審査と調達審査という審査を２回に分けて

行っております。  

１回目の導入審査―どういうシステムを入れ

たいのかということを審査する際には、各担

当課から上がってきた金額と、そのシステム

の内容について聞き取りを行って、他市の状

況や実際にかかった金額等と上がってきた見

積り等を確認しながら、導入審査の段階で一

度価格を査定しております。その査定以降で

各課が実際の予算等に反映していくことにな

るので、その部分の差額については現状分か

らない状態です。  

その後、２回目の調達審査―実際に業者が決

まってシステムを導入するときに、再度、金

額の査定等を行っております。  

企画管理部長 もたもたなことを言っていましてすみません。

これにつきましては、今ほど情報統計課長も

説明をしたように、情報企画監というプロの

目で見ていただいて、ベンダーからの見積り

の中身もチェックして、例えばシステム導入

にかかる人件費が何人月か―２４人月かかる

とか―そういったことについて、見積りがお

かしいなど、適正に査定をしていただいた結

果を担当部局に返して、その結果を予算要求

に反映させると。そういった査定額の数字が、
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何億円単位ということで具体的に出てきてお

りますので、まとめて後ほど情報提供させて

いただきたいと思っています。  

織田委員   主要施策成果報告書３０ページ（１５）の情

報化の推進（ＩＣＴを活用した市民サービス

の提供）について、主要施策成果報告書１０

９ページ、１の（１）の道路損傷通報システ

ム―運用日は１０月から翌３月までというこ

とですけれども―私も実際に写真を撮って画

像を上げてみました。大変分かりやすいとい

うか、便利に使えるなと本当に思いました。

これによって市民の皆さんがいろいろなとこ

ろに関心を持って、たくさんの目で見ていか

れるものだと思います。  

ただ１点、ここが損傷していると画像を上げ

た後に、その後どうなったかなと思って、や

っぱり気になって見ます。見るのですが、ど

うも一回一回メールアドレスを入れ直してＵ

ＲＬを取得しなければならないという仕組み

になっているようなのです。市民の声として

不都合があるとか、使いづらいなどという声

は上がっていないのですか。  

情報統計課長 当初のシステムでは、一度メールアドレスの

登録をしてから３０分でその登録内容が消え
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るという状態になっていて、次に登録すると

きも最初からということで、何とかならない

のかというような話はいただいております。  

しかし実際のところ、何日も何週間もそのメ

ールアドレスを固定することが難しいので、

今のところは、延ばしても１日―２４時間程

度までしか延ばせないというシステムになっ

ております。  

しかし、見ていてやっぱりどうなのかなとい

うところで、３０分という時間を長くする改

修は行ったところであります。  

織田委員   とにかく自分でアップした情報がその後どの

ように取り扱われていくのかということは、

皆さん大変関心を持って見ておられると思う

ので、なるべく使いやすいような仕組みにで

きるものであれば、今後また改善していって

いただきたいと思います。  

それと、Ｔｏｙａｍａ  Ｓｍａｒｔ  Ｃｉｔ

ｙ  Ｓｑｕａｒｅの構築ということですが、

道路の工事情報や消防車両の出動、河川水位

―マップ上に落とせるような情報ということ

です。同じように富山市のライフラインの共

通プラットフォームやインフォマップとやま

などがあるのですが、そういうものとの関連

性がちょっと分かりにくいので、教えていた
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だけますか。  

情報統計課長 Ｔｏｙａｍａ  Ｓｍａｒｔ  Ｃｉｔｙ  Ｓｑ

ｕａｒｅは主に一般市民の方に公開するサイ

トとなっていて、ホームページからクリック

すれば入っていけますが、先ほどおっしゃっ

たとおり、道路工事情報や河川水位などの情

報が見られるサイトになっております。  

一方、プラットフォームのほうにつきまして

は事業者に公開するサイトになっております。

災害時に、どこにライフラインの幹線が入っ

ているのかなどの情報を見るサイトになって

おりまして、そちらのほうは一般の方には公

開していない状態になります。  

一般市民向けの情報はＴｏｙａｍａ  Ｓｍａ

ｒｔ  Ｃｉｔｙ  Ｓｑｕａｒｅのほうに集約

しているような状態となります。  

織田委員   主要施策成果報告書１０９ページ、１の（２）

のこどもを見守る地域連携事業について、９

月から１２月にかけて、子どもたちにセンサ

ーを持ってもらって、登下校時にはどのよう

に動いているのか把握しているということで

ありました。  

先ほどの説明の中に、そのデータはＰＴＡあ

るいは自治振興会のほうにお渡ししたという
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話がありました。  

これは、データをお渡しするところまでがこ

の事業なのですか。それともその先まである

のですか。  

情報統計課長 ＰＴＡ等に情報をお知らせするところまでが

事業となっております。  

織田委員   このデータをどう活用していくのかというこ

とが一番大切な部分であろうと思います。渡

したきりではなくて、どのように利用するの

かということも含めて実施できたらというふ

うに期待いたします。  

企画管理部長 センサーネットワークを構築した平成３０年

度から、センサーネットワークの有効性など

を検証するとともに、センサーネットワーク

の活用方法やセンサーネットワークとはどう

いうものかということを市民の方にも分かり

やすくお示しするといった、１つのパイロッ

ト事業ということで、今委員に御紹介いただ

いたように、市内の小学校６５校において保

護者の同意が得られた小学生に発信機をつけ

ていただいて、登下校の通学路がどのような

状況になっているのかということを検証して

います。その情報を収集して、それを地図上
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に落として分析するといったことについては、

富山大学の大西教授にも御協力をいただきま

して、学校ごとの登下校後の状況をデータ化、

見える化したものをお作りいただきました。  

そこまでが我々としての事業で、その情報を

保護者の方、地域の方にお返しすることによ

って、あとは見守り活動などにも生かしてい

ただくと。そこからその情報をどう活用され

るのかということは、それぞれの学校なり地

域の方々の判断になると思いますけれども、

市としては、センサーネットワークはこうい

う使い方ができるといったことの１つの象徴

のようなものとして事業を実施させていただ

いたわけでございます。おっしゃるように、

ただ単にデータを集めただけではあれなので、

それをやっぱり地元の皆さんに活用していた

だこうということで御提供させていただいて

いる事業でございます。  

これ以外にも今後またいろいろと―民間にも

情報を開放しておりますので、せっかく２億

数千万円かけて―国費を半分入れましたが―

活用しないことには宝の持ち腐れになります

ので、今後も大いに活用していきたいと。市

としても活用していきたいし、民間にも活用

いただきたいと考えているところでございま

す。  
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赤星委員   関連ですけれども、主要施策成果報告書１０

９ページ、１の（２）富山市センサーネット

ワーク利活用促進事業の令和２年度決算額３，

０８１万１，０００円の内訳を教えてくださ

い。  

情報統計課長 主にアンテナの維持管理に払うお金と、ＦＩ

ＷＡＲＥという基幹ネットワークのサーバー

の維持管理費となっております。  

赤星委員   そうしますと、この約３，０００万円という

金額は、毎年コンスタントにかかっていくと

いうことになるのですか。  

情報統計課長 御指摘のとおりです。  

赤星委員   たしか平成３０年度の事業開始当初、国の補

助を受けて３億円ぐらいの補正予算を可決し

た記憶があるのですけれども、平成３０年度

の決算額は約２億１，９００万円で―当時の

３億円という金額は、どこまでの範囲で考え

たらいいのでしょうか。令和２年度のこうし

た維持管理費なども含めた予算だったのでし

ょうか。  

情報統計課長 ３億円のことについてはちょっと分からない
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のですが、この維持管理にかかる３，０００

万円についても、国の地方創生推進交付金で

継続的に対応している部分は半分あります。  

赤星委員   その割合は、国の交付金が１００％ですか。

それとも市の一般財源からも出ているのです

か。  

企画管理部長 ちょっと私の記憶も最近定かではないのです

けれども―平成３０年度の補正予算額はたし

か３億円ぐらいだったと思いますが、実際は

そんなにかかっていません。構築費―平成３

０年度に整備した費用が、恐らくこの決算額

の２億１，９００万円という金額ではないか

と思っております。  

初年度ですので、その年度は大きな補修とい

うものは発生しておりません。翌年度からは

ランニングコストということで、令和元年度、

令和２年度の決算額が約３，０００万円と。

やっぱり結構大きな―富山市の広大な居住エ

リアのほぼ１００％を対象としており、アン

テナは御案内のとおり１００本―全て公共施

設に構築しましたので、そういったもののメ

ンテナンスや維持管理費というのはやっぱり

それぐらいお金がかかると。  

ただ、今、情報統計課長が申しましたように、
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その２分の１は地方創生推進交付金という国

の交付金を頂いておりますので、実質的には

もう半分が一般財源からの持ち出しというこ

とになろうかと思います。  

赤星委員   令和２年度の実績として、こどもを見守る地

域連携事業や富山市スマートシティ推進協議

会、富山市センサーネットワークを利活用し

た実証実験公募事業、富山市未来技術地域実

装協議会という記載がありますけれども、令

和２年度で導入から３年がたっていますが、

実際にこういう効果がありますよという話が

なかなか聞こえてきていないのかなと思うの

です。先ほど部長からは、１つの象徴として

こどもを見守る地域連携事業を行ったのだと

いうお話が実際にありましたけれども、ほか

にいろいろな公募をしておられますが、本当

に効果的だということが形になって市民の誰

もが感じられるのは、いつぐらいなのでしょ

うか。  

企画管理部長 まず、こどもを見守る地域連携事業について

は、登下校時に地域のボランティアの方が実

際に見守り活動に立っていらっしゃいますが、

その見守り活動で立っていただく場所を増や

した、変更したという校区も既にございます。
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場所はどこだったか―ちょっと出てきません

けれども、そういった活動に生かしていただ

いているということはあります。  

それから、富山市では当然各部局が―例えば

今年度であれば市内の小河川４本でセンサー

ネットワークを使って、降水時のリアルタイ

ムでの雨量の変化などをホームページ等で見

られるようにしたり、あとは橋梁などのぶれ

といいますか、車の交通量に応じた振動など

のデータをセンサーネットワークを使って分

析したりしております。  

それから、平成３１年度からは民間に対して

も、富山市のセンサーネットワークを活用し

た実証実験公募事業ということで―今年度で

３年目でございますけれども、富山駅北にお

ける南北接続による人流であるとか、市営の

自転車駐車場が満車になるかどうかといった

時間帯ごとの分析といいますか―正式にビジ

ネスにまでつながっているものはまだないと

お聞きしておりますけれども、様々なビジネ

ス機会、ビジネスチャンスを目指して、様々

な企業が参入されているところでございます。  

いずれにしても今は実証実験中で、ビッグデ

ータなどの習得を重ねておられるところだと

考えておりますので、近い将来、そうした中

で新たなビジネスモデルが生まれることを
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我々としては期待しているところでございま

す。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、以上で質疑を終結いたし

ます。  

これより、認定第１号中企画管理部所管分の

意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

赤星委員   シティースケープへのポスター掲出費用とし

て、広報課やガラス美術館を合わせまして企

画管理部所管分で約２，０００万円の支出が

ありましたが、これはポスター掲出の必要性

や掲出料金の妥当性、効果などを積み上げた

というよりも、富山市とシクロシティ株式会

社が平成２１年に自転車市民共同利用システ

ム「アヴィレ」のサービスを開始するに当た

って交わした契約書及び覚書において、年間

基本金額１，５００万円を―後の平成２９年

６月には２，１００万円に引き上げられてい

ますけれども―業務の対価として支払うとの

約束が交わされております。  
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ですから、広告などの本来の目的の陰という

か、大本にこういった一民間企業との特殊な

契約があるという性格の支出ということで疑

問が残りますので、私はこの決算への認定に

同意ができません。  

高田 重信委員 この広告費等に関しましては、赤星委員は前

からいろいろな質問もされて、当局からも答

弁はあったと思っておりますが―やはりアヴ

ィレ自体の１つの効果としても、自転車利用

のいろいろな形の中でのＣＯ２の削減などを

含め、アヴィレをもっと使っていただくとい

うことのほかにも、富山市として広告をする

ことによって、富山市が取り組んでいる各部

局のいろいろな事業の内容を広く市民に知っ

ていただくと。  

また、広告等デザインも大変すばらしい、よ

いものだと思っていますし、市民の皆様にと

っても、１つは夜間の照明も行っていたり、

いろいろな形の中で、支出されている金額に

見合った成果が出ているものだと私たちは思

っております。  

広告料については、各事業において十分に精

査された金額が適正に支出されていると思っ

ておりますので、賛成であります。  
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分科会長   ほかに意見の表明はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   これをもって意見の表明を終結いたします。  

以上で、企画管理部所管分の決算審査を終了

いたします。  

〔企画管理部退室／教育委員会入室〕  

分科会長   それでは、これより教育委員会所管分の決算

審査を行います。  

認定第１号  令和２年度富山市一般会計歳入

歳出決算中、教育委員会所管分  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

教育委員会事務局長 〔挨拶〕  

教育委員会事務局次長 〔主要施策成果報告書及び委員会資料により 

（総務・社会教育担当） 説明〕  

分科会長   それでは、これより質疑に入ります。  

主要施策成果報告書６３ページ（１）学校教

育の充実について―次のページにまでかかり

ますけれども―質疑のある方は挙手をお願い
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します。  

村石委員   主要施策成果報告書６３ページ（１）のウに

ついて、詳しい内容は主要施策成果報告書２

６６ページにあります。  

まず、スクールソーシャルワーカーを配置し

ているのですけれども、不登校やコロナ禍が

理由で休んでいる児童・生徒の健診について

はどのように対応したのか、教えていただき

たいと思います。  

学校教育課長 コロナ禍において欠席している児童に対しま

しては、学級担任を中心に子どもと連絡を取

り、まずは健康観察、それから不安なことと

して考えていることはないかなどの聞き取り

を行い、またそういった訴えがあった場合に

おいてはしっかりと傾聴に努め、子どもを励

ます、次への登校意欲を高めるなどの支援を

行っております。  

この２学期以降は端末を子どもに持ち帰らせ

まして、オンラインで担任と顔を合わせる形

で言葉がけなどの支援を行っているというよ

うな状況でございます。  

村石委員   主要施策成果報告書２６６ページ（３）の表

を見ると、対応件数は令和元年度が２９７件
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で令和２年度が３４９件と、５２件増加して

います。  

この増加については、新型コロナウイルス感

染症の拡大が要因と言えるのかどうか、教え

ていただきたいと思います。  

学校教育課長 平成３０年度からの経過にありますように、

スクールソーシャルワーカーが対応する件数

は年々増加している傾向にあります。  

スクールソーシャルワーカーの研修会を教育

委員会のほうで年間３回設けており、一番直

近におきましては本年６月に行いましたが、

新型コロナウイルスの感染拡大による不安へ

の対応といった事案についての報告は特に受

けておりません。  

やはり近年の子どもを取り巻く多様な環境に

より、子どもたち自身の支援ももちろんそう

なのですが、家庭の保護者が安定を欠く場合

や、あるいは経済的な問題も含め、いわゆる

スクールソーシャルワーカーが対応しなけれ

ばならない不安定要素が非常に多重化してい

るのではないかと想像しております。  

村石委員   （１）の概要の中に、不登校、暴力行為、い

じめ、児童虐待などの問題を抱えるというよ

うなことが表記されていますけれども、この
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対応件数の中で実際の割合というものが分か

ればそれぞれ教えていただけないでしょうか。  

学校教育課長 昨年度、本市のスクールソーシャルワーカー

が対応した件数は、児童・生徒及び保護者を

含めまして合計で３４９件となっております。  

支援対象の児童・生徒が抱える問題と支援の

状況につきましては、不登校が９２件で全体

の２６．４％、それからいじめ、暴力行為、

非行等の問題行動が４件で全体の１．１％、

児童虐待は７件で全体の２．０％であり、最

も多かったのは、児童虐待や貧困の問題を除

く家庭環境の問題であり、１０３件で全体の

２９．５％となっております。

村石委員   最近、新聞報道でもあったのですけれども、

新型コロナウイルスの感染拡大の関係で不登

校が増えたのではないかということで、文部

科学省から数値も出ています。  

富山市においても、令和２年度についてはそ

のような傾向があったのでしょうか。  

学校教育課長 本市の小・中学校からの報告によりますと、

昨年度は暴力行為の発生件数、いじめの認知

件数は減少しておりますが、不登校児童・生

徒数は増加しております。  
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

登校することに不安を感じ、登校を控える児

童・生徒もおります。  

その一方で、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大が直接的な要因となっている相談は、

先ほどの答弁と重複いたしますが、確認はさ

れておりません。  

しかしながら、市教育委員会としましては、

スクールソーシャルワーカーが支援する子ど

もの家庭の多くは、様々な要因が複合的に重

なり複数の課題を抱えているため、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響を少なからず受け

ている場合もあると考えられます。  

村石委員   不登校が増えている要因については総合的な

ものだという今ほどの話は分かるのですけれ

ども―令和２年度は不登校に関する対応が９

７件あったということなのですが、令和元年

度はどれだけだったのでしょうか。結局どれ

だけ増えたのかを聞きたいのですが。  

学校教育課長 ちょっと数値の手持ちがございませんので、

また改めて御報告させていただけたらと思い

ます。  

村石委員   スクールソーシャルワーカーは、様々な問題
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に対して解決を図るために、様々な機関とも

連携を取りながら、解決、改善に向けてやっ

ておられると思います。  

令和２年度で改善されたケースの例と件数に

ついて―改善されたのかされないのか、なか

なか難しいかもしれませんけれども―お聞か

せください。  

学校教育課長 学校またはスクールソーシャルワーカーから

の報告によりますと、支援した児童・生徒の

家庭のうち、問題が解決した件数は１６件、

支援中であるが好転したケースは１２件で、

合わせて２８件となっております。  

改善されたケースの例としましては、１つに、

発達障害のある子どもが登校を渋るようなり、

担任のみならずスクールソーシャルワーカー

も家庭訪問を重ねて、本人及びその保護者か

ら思いや悩みを聞くとともに、精神保健福祉

士としての立場から障害の特性や本人への接

し方を保護者に助言したり、学校と家庭のパ

イプ役として支援方法を提案したりすること

で登校できるようになった、２つには、経済

的な支援が必要な家庭に対して、保護者が経

済援助の手続をする際に、スクールソーシャ

ルワーカーが同行し手続を補助するなどの支

援を行うことで、保護者の負担や不安が軽減



89

され、安心して子どもを登校させることがで

きるようになった、３つには、母親の体調が

悪化し朝食が取れなかったり、衣服の汚れが

目立つ子どもに対して、学校から事情を聞い

たスクールソーシャルワーカーが地域包括支

援センターやこども健康課等と連携を取って

サポート体制を整え、世話をしている父親と

その家庭に支援策を伝えたことで生活環境が

改善したなどの例が報告されております。  

村石委員   今ほど、改善されたケースが１６件、あるい

はいろいろと関わっていて好転したケースが

１２件で合わせて２８件ということで、具体

的なこともいろいろ教えていただきました。  

しかし、これらの改善されたケースは全体の

件数からいうと大変少ないということで―ス

クールソーシャルワーカーは、本当に丁寧に

継続して、そして専門性を持っていろいろと

対応に当たっていくのだと思うのですけれど

も、ある意味ではスクールソーシャルワーカ

ー自身の心の悩みや研修などというようなこ

とにも対応されているのでしょうか。  

学校教育課長 まず、御指摘の非常にたくさんの未解決の案

件につきましては、やはり細く長く関わりや

見守りなどの支援を継続しているという形で、
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現在もしっかりとした状況把握に努めている

ところでございます。  

御指摘のとおり、スクールソーシャルワーカ

ーも非常に重い案件を多数抱えておりますの

で、先ほど申しましたことと重複いたします

が、年間を通じて市教育委員会が主催する研

修会におきまして、いわゆるそれぞれの対応

上の悩みをいろいろと相談し合ったりですと

か、中には社会福祉士や臨床心理士の資格を

兼ね合わせた非常に経験値の高い人材もおり

ます。そういった者がスーパービジョンに当

たるなどして、スクールソーシャルワーカー

のケアに努めているという現状もあります。  

村石委員   最後にしますけれども、スクールソーシャル

ワーカーの多くは精神保健福祉士や社会福祉

士の資格を持っていらっしゃると思うのです。

本当に子どもたちや保護者に向き合う人たち

だと思うので、その人たちの―的確かどうか

分かりませんけれども―メンタルヘルスの問

題や、先ほど学校教育課長も言われたように、

経験がある人との交流ですね。お互いにそう

いうところで研修したりするということで、

教育委員会としても本当にしっかりと対応し

ていっていただきたいと思います。  
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織田委員   主要施策成果報告書２６８ページにスクール

サポーター配置事業とあります。  

（１）に概要の説明がありますが、（３）の

表を見ると、令和２年度、令和元年度、平成

３０年度で配置人数、配置校数等はあまり大

きく変わりがない中で、令和元年度決額算と

令和２年度決算額とでは１，８００万円の開

きがあります。この部分について説明をお願

いします。  

学校教育課長 ２点ございまして、まず１点目としまして、

令和元年度まではスクールサポーターを非常

勤の臨時職員として雇用しておりましたが、

令和２年度から会計年度任用職員になったこ

とによりまして、新たに期末手当を支給する

ことになったことが挙げられます。  

２点目につきましては、令和２年度は新型コ

ロナウイルスの感染拡大を防止するために実

施した臨時休業期間―４月１３日から５月３

１日まで―がありましたので、その後の授業

時間数を確保するために夏季休業期間を短縮

しました。その影響で、勤務日数が当初見込

みより増えたことも原因となっております。  

大島委員   主要施策成果報告書６４ページのコの児童・

生徒１人１台端末の配備についてですが、い
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じめによって小学生が自殺したという痛まし

い事件がありましたけれども、これについて

パスワードなどを配慮した導入ということは

考慮されていたのでしょうか。  

教育センター所長 富山市においては端末配備の当初から、なり

すましを防ぐために、アカウントは個人で管

理するように子どもたちに周知しております。  

大島委員   それでは、それを指導する先生方、教員は各

自、端末を別に持っていらっしゃると思いま

すが、そのパスワードというのは簡単に人が

見られるようになっていませんか。きちっと

管理されていますか。  

教育センター所長 教員のほうも１人ずつのアカウントは人に教

えないといいますか、見えないように管理し

ている状態になっております。  

大島委員   現場ではもしかしたら案外簡単に、カードな

どで成り済まして誰でも開けるようになって

いるのではないかと心配しているのですが―

先生方の意識が高まらなければ、きっと子ど

もたちもそんなに重要には思っていないと思

うのです。  

今ここにいらっしゃる教育委員会の方々も、
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例えばパスワードを誕生日などの簡単なもの

にしていたり、自分のスマートフォンだけは

顔認証が必要で開けないようになっているけ

れども、デスクの上のパソコンが簡単に開け

るようになっているようではなかなか子ども

に指導できないので―教員の方々も本当にき

ちっと、パスワードをたまに変えるとか、簡

単なものにしていないかどうかの確認など、

ぜひ徹底をお願いしたいのですが、いかがで

しょうか。  

教育センター所長 委員御指摘のとおり、全ての教員がアカウン

トの管理やパスワードを設定することの重要

性などをしっかり認識した上で、子どもたち

にも指導できているのかということは、昨年

度とても不安な部分でありました。  

そこで昨年度、導入前から研修等を繰り返し

てきたところなのですが、これからも年に一

度パスワードを変える、それからアカウント

をしっかりと管理するなどといった研修を通

して、繰り返し指導してまいりたいと思って

おります。  

大島委員   しつこいようですが、パスワードを年に一度

変更するだけではやっぱり少ないと思うので

す。本当はパスワードを毎日変えてもいいく
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らいで、本当に冗談抜きで誰でも生徒の情報

を見られたり盗まれたりするのだという危機

意識がなければ―子どもたちのいじめや、簡

単に成り済ませるということへの危機意識を

もう少し持っていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。  

教育センター所長 本当に委員御指摘のとおりでございます。  

私ども指導する側も研修を積み、それから現

場の様子も踏まえ、定期的にパスワードを変

えるなど、管理をしてまいりたいと思います。  

教育委員会事務局次長 パスワードは人に教えないという意識付けは 

（学校教育担当） スタートしたのですけれども、町田市の事例

もありました。これは富山市にも絶対起こら

ないというものではないので、今パソコンを

開いたら、パスワードは絶対人に教えないと

いう画面が出るようになっているのです。大

きな４項目を作りまして、絶えずそれを意識

すると。  

町田市の事例からも児童・生徒に指導すべき

ところはいっぱいあるので、それでこういう

画面が表示されているのだということを小学

校でも中学校でも指導しながら―もう繰り返

し行うしかないです。  
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大島委員   その画面は、教員の方々や教育委員会にいる

市職員の方々にも表示されるのですか。  

教育センター所長 １０月の中旬から表示されるように設定しま

した。  

村石委員   主要施策成果報告書６４ページのクに、学校

が自主的・活動的で元気と創造性にあふれる

学校経営ということがあって、多様で個性的

な教育活動を展開したとあります。  

これに関連して、主要施策成果報告書２７１

ページに小学校の関係で内容が書いてありま

す。  

優先配当として１５校―創意工夫し意欲を持

って積極的に取り組む学校へ優先的に予算を

配当とあります。  

幾つか質問をしたいのですけれども、こうい

う多様で個性的な教育活動を展開する際に、

新型コロナウイルス感染症拡大の中で、令和

元年度と同様に取り組めたのかどうかお聞か

せください。  

教育総務課長 昨年度は新型コロナウイルス感染症が拡大す

る中、年度当初から学校休業があり、当初計

画していた体験学習等の校外型の学習や外部

人材を招いての講演会等を中止せざるを得な
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いという状況でございました。  

一方で、他校との交流事業をオンラインで実

施したり、感染予防などの対策をしっかり取

りながら、工夫を凝らして予定どおり実施し

たりするなど、令和２年度におきましても、

おおよその学校で元気な学校創造事業を実施

することができたものと考えております。  

村石委員   希望するおおよその学校で事業ができたとい

うお話ですけれども、個性的な教育活動を決

定するに当たって、子どもや保護者にアンケ

ートを取って意見を聞いたり、子どもがお互

いに意見を言い合いながら、教育活動の内容

を決めていった学校はあるのでしょうか。  

教育総務課長 各学校では日頃から学校運営協議会などを通

して、ＰＴＡをはじめ地元の方々と学校運営

に対する意見交換を行っております。  

この元気な学校創造事業を行うに当たっても、

地元の方々の御協力を得ながらでなければ進

められない事業も当然多くありまして、地元

自治振興会や関係団体の皆様とのコミュニケ

ーションを図りながら実施されております。  

また、この優先配当の選定基準でも、企画や

実施の段階で児童・生徒の自発的な参加が見

込まれる授業としていることから、子どもた
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ちの思いを先生方が調整して、授業を企画・

立案されているものと考えております。  

村石委員   今ほど言われたように本当にいい企画であっ

て、多くの人の意見を取り入れて活動してい

る教育活動ということが分かりました。  

個性的な教育活動を体験した子どもの意見が

あれば、幾つか教えていただきたいと思いま

す。  

教育総務課長 一例になりますが、県内の治水事業、治水工

事を見学した小学校４年生の児童が、自分た

ちの安全な暮らしが多くの人の努力で成り立

っていることに気づいた、草島小学校のネギ

栽培指導では、夏の暑い中、除草したり肥料

をまいたりと大変だったが、おいしいネギが

でき、世話をしてよかったと思った、また、

鵜坂小学校の鵜坂っ子夢創造プロジェクトで

は、プログラミング学習での体験を通して、

失敗しても必ず成功につながると前向きな気

持ちをみんなが共有し学ぶことができたと報

告がありました。  

村石委員   最後にしますけれども、やはりこの個性的な

教育活動を通じて、子どもたちが今まで思っ

ていなかったこと、あるいは今まで体験した
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ことのないことがよかったと言っているわけ

なので、このような経験を他の学校にも情報

提供して、多くの学校でこういう活動ができ

るようにしていただきたいと思います。  

高田 重信委員 主要施策成果報告書６４ページのスの小児生

活習慣病予防対策のすこやか検診について伺

います。  

主要施策成果報告書２６４ページ（１）すこ

やか検診受診状況の表では、健康な児童・生

徒の割合が令和２年度は８５．０％というこ

とでありますが、（２）すこやか教室につい

て、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より中止したと。本来この事業は、専門医に

よる講話や個別相談、指導を実施することが

大事な目的ではないかと思っていたので、中

止というのは何とも―ちょっと腑に落ちない

のです。生活指導や経過観察などは実施でき

たのではないかと思うのですが、その点につ

いて説明をお願いします。  

学校保健課長 委員御指摘のとおり、事後指導がかなり大切

な事業だとは思っておりますが、事後指導―

すこやか教室と言っておりますけれども―親

子で半日ぐらい来ていただいて、医師との個

別相談や専門医からの講話をいただいたりと
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いうことをそれまでは行ってまいりましたが、

密になるという心配もございまして、令和２

年度は中止にいたしました。  

ただし、令和２年度に受講対象であった児童 

・生徒もできる限り令和３年度のすこやか教

室を受講していただけるように、個別相談を

中心にスケジュールを組んでおります。小学

生については、令和元年度の受講者が１１０

名ほどだったのですが、今現在、令和３年度

は三百四十数組受けていただける予定になっ

ておりますので、有意義なものにしていきた

いと思っております。  

高田 重信委員 そうしたら、令和 2 年度は実施できなかった

けれども、令和３年度できちっと対応してい

るという捉え方でよろしいですね。分かりま

した。  

村石委員   今の関連で、（１）のすこやか検診のことに

ついてですけれども、不登校やコロナ禍が理

由で休んでいる児童・生徒の検診については

どのように対応されたのでしょうか。  

学校保健課長 この事業は富山市医師会にお願いしておりま

すが、当日欠席された方や不登校の方につき

ましては、フォローアップ検診と言いまして、
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富山市医師会の方に再度学校に来ていただい

て採血していただいたり、児童・生徒と保護

者の方に富山市医師会健康管理センターへ個

別に行っていただいて採血を受けていただい

たりと、できる限り受診していただけるよう

に対応しております。  

村石委員   一人でも多くの方にすこやか検診を受けても

らう工夫をされているということが分かりま

した。  

健全な児童・生徒の割合については、令和２

年度は令和元年度より１．８ポイント減少し

ています。この減少していることについては

新型コロナウイルス感染症拡大が要因と言え

るのかどうか、お考えをお聞かせください。  

学校保健課長 新型コロナウイルス感染症が全ての原因だと

は言えませんが、昨年はやっぱり休校や外出

自粛期間等もありましたので、子どもたちの

運動不足等によるものも多少あるかとは考え

ております。  

村石委員   私はよく分からないのですけれども、すこや

か検診の結果を受けて保護者や児童・生徒が

医師の診察や治療を受けたのかどうかという

ことは、教育委員会として把握されているの
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でしょうか。  

学校保健課長 Ａ判定―医療が必要なお子さん方の人数と、

その後受診されたのかという情報は、教育委

員会のほうで把握しております。  

村石委員   歯科健診でいろいろ指摘されても、なかなか

保護者がお子さんを連れて歯科を受診してい

ないことが割合的に多いということなども、

一般的によく言われています。富山市では実

際に受診した受診率について把握されている

のでしょうか。  

学校保健課長 Ａ判定の方の受診率につきましては把握して

おります。令和２年度は小学生では２６％、

中学生では９％ほどの児童・生徒が医療機関

を受診しておられるようです。  

村石委員   今、小学生で２６％、中学生で９％という数

字を聞いて少し驚いたのですけれども、この

ように、Ａ判定、要医療の児童・生徒の受診

率がこれだけ低いということは、どういう理

由が考えられるのでしょうか。  

学校保健課長 平成３１年度の受診率につきましては、小学

生では３８％ほど、中学生では１８％ほどで
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した。  

令和２年度につきましては、コロナ禍であっ

て恐らく受診控え等もあって、少し低い数字

になっているのではないかと教育委員会のほ

うでは思っております。当然、受診しておら

れない方への働きかけは、また学校を通じて

今後もしていきたいと思っております。  

赤星委員   主要施策成果報告書６４ページ、セの学校給

食施設について伺いたいと思います。  

まず、南・北学校給食センターの調理可能数

と実際に作っていた食数はどれだけか分かり

ますでしょうか。  

学校保健課長 調理可能数は両方とも６，０００食となって

おります。  

現在の調理食数については、申し訳ありませ

ん、詳細な書類が手元にございませんが、両

方とも約五千二、三百食を作っている状況で

あります。  

赤星委員   北学校給食センターは豊田小学校の建て替え

に合わせた形だったと思うので、割と新しい

と思うのですけれども、南学校給食センター

のほうは新築からもう二十数年たっていると

思うのです。学校給食センターの耐用年数は
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大体何年ぐらいを考えておられるのでしょう

か。  

学校保健課長 南学校給食センターは平成１５年から稼働し

ておりまして、今１８年ぐらい経過しており

ますが、極力―建物の構造等からしてまだま

だ使用していかなければいけないと思ってお

ります。  

赤星委員   主要施策成果報告書６４ページ、セの後段の

ほうなのですが、学校給食の調理等業務民間

委託の件です。  

主要施策成果報告書２７０ページに小学校に

ついて、それから主要施策成果報告書２７７

ページに中学校について、それぞれ学校名と

食数が書いてありますが、令和２年度の委託

料の実績を教えてください。  

学校保健課長 それでは、まず小学校について、主要施策成

果報告書２７０ページの表の上のほうから数

字を申し上げます。  

東部小学校は１，５４５万６，０００円、杉

原小学校は１，５１８万円、新庄小学校は１，

７６６万６，０００円、山室小学校は１，７

６５万５，０００円、五福小学校は１，４３

４万９，０００円、大広田小学校は１，３７
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４万３，０００円、奥田小学校は１，７１６

万円、広田小学校は１，５８６万９，０００

円、山室中部小学校は１，８８４万２，００

０円、藤ノ木小学校は２，２６２万２，００

０円、鵜坂小学校は２，１７８万円、新庄北

小学校は１，８７０万２，０００円、堀川小

学校は１，８７５万１，０００円、光陽小学

校は１，８４８万円、蜷川小学校は１，９３

６万円、呉羽小学校は１，７４８万６，００

０円、大沢野小学校は１，７５１万２，００

０円、芝園小学校は１，３１８万７，０００

円となっております。  

続きまして主要施策成果報告書２７７ページ

の中学校につきましては、芝園中学校が８３

５万２，０００円、杉原中学校は１，３１５

万６，０００円、城山中学校は１，５３２万

３，０００円となっております。  

赤星委員   それぞれ民間企業ですので、この中には人件

費等のほかにもいろいろあるかと思うのです

けれども、人件費相当の金額というものは分

かりますか。  

学校保健課長 それぞれの相当額は分かりますが、人件費相

当額については、できればまとめて回答させ

ていただいてもよろしいでしょうか。  
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  （「はい」と発言する者あり）  

学校保健課長 人件費相当額につきましては、丸めた数字に

なりますが、全部合わせると２億９，９４７

万円余りとなります。  

赤星委員   小学校、中学校を合わせてですか。  

学校保健課長 はい、そうです。  

赤星委員   そうしたら、市直営の場合の人件費はどれだ

けでしょうか。  

学校保健課長 今、委託しているところを仮に市の調理員の

直営として、市の調理員の賃金については令

和２年度の平均単価を使いますと、おおよそ

３億９，７００万円余りになるものと試算を

いたしました。  

田辺委員   主要施策成果報告書６４ページのキについて、

主要施策成果報告書２６５ページに、小・中

学校の再編に向けて広報に掲載して、市民ア

ンケートを実施し、そして富山市立小・中学

校の適正規模・適正配置に関する基本方針を

定めてきたとあります。その決算額が６０９

万１，０００円となっておりますけれども、
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それぞれの内訳を教えてほしいのと、市民ア

ンケート調査では１８歳から８０歳の方を対

象に無作為に５，０００人を抽出したと。５，

０００通を配布して、２，２１１通の回答が

得られたということですけれども、この回答

数は半分以下ですが、この程度でいいのかと

いうところを教えていただけたらと思います。  

 （「一つ一つ質問されたほうが」と発言する

者あり）  

田辺委員   「広報とやま」への掲載、それから市民アン

ケート調査などといった決算額の内訳を教え

てください。  

学校再編推進課長 まず市民アンケート調査になりますが、業者

委託をしており、全体で４７３万円になりま

す。広報へは２回掲載しておりまして、カラ

ー刷りのきれいな見やすいものということで、

全体で９４万７，０００円。あとは消耗品な

どの細かい事務費になります。  

田辺委員   市民アンケート調査ですけれども、５，００

０人を対象にして調査を行ったと。５，００

０通配布して２，２１１通の回答が得られ、

回収率は４４．２％だったということです。
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これはＰＴＡや現時点で通っている児童・生

徒の父兄などではなくて、無作為に抽出した

ということだと思うのですが、この回答数は

ちょっと少ないかと。どんなものですか。  

教育委員会事務局次長 例えば富山市総合計画に関する市民意識調査 

（総務・社会教育担当） など、いろいろな市の調査等がございます。

多分想像しておられるのは回収率が７０％、

８０％ぐらいだと思うのですが、そのくらい

の回答が得られるアンケートというのは非常

にまれというか、ほとんどないのではないか

と思っています。  

今申しました富山市総合計画に関する市民意

識調査も、回収率は大体５０％弱だったと思

いますので、今回も妥当な数字かと考えてお

ります。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   ないようですので、主要施策成果報告書６４

ページの（２）生涯学習の推進についてから

主要施策成果報告書６５ページ（４）とやま

の文化の創造についてまでの中で、質疑のあ

る方はいらっしゃいますか。  
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田辺委員   主要施策成果報告書６５ページの（４）のア、

旧馬場家住宅の一般公開を行うなど、文化財

の保全と活用に努めたとあります。  

主要施策成果報告書２８５ページの事業全体

の決算額を見ると、令和２年度は３億４，０

００万円余り、平成３０年度は１億１，７０

０万円余りと。これを差し引いた大体２億２，

０００万円余りが旧馬場家住宅に関連してか

かった費用かと思われるのですけれども、保

存改修工事の内容と、実際かかった費用が今

言った約２億２，０００万円で合っているの

かというところをお聞かせください。  

生涯学習課長 文化財保護事業費には文化財に関する費用が

ほぼ全て入っておりまして、一番大きいもの

は先日からの民俗民芸村周辺のり面保護工事

になります。  

旧馬場家住宅に関しましては、主要施策成果

報告書２８５ページに載せております文化遺

産等保存活用推進事業の令和２年度の決算額

９，５７１万４，０００円、これがほぼ旧馬

場家住宅に関するものになります。  

旧馬場家住宅の保存改修工事の整備費の内訳

につきましては、平成３０年度に米倉等の保

存修繕で６，４２６万円、令和元年度は５，
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５７４万５，０００円、令和２年度は令和元

年度の工事の繰越しになりまして８，３５７

万円で、合計２億円余りの整備となります。  

田辺委員   旧馬場家住宅の令和２年度の来場者数は分か

りますでしょうか。  

生涯学習課長 旧馬場家住宅は令和３年１月１５日に一般公

開を開始しまして、その日は無料開放で１０

０人前後の方が来られました。  

次の日からが本当の公開になりまして、１月

から３月までの来場者は５，６３８人になり

ます。  

令和３年度は、９月末までで９，６６６人が

来場されています。  

田辺委員   旧馬場家住宅と旧森家住宅に関する令和２年

度の決算額はどのぐらいになるのでしょうか。  

（「旧馬場家はさっき言った」と発言する者  

あり）  

田辺委員   この金額には、旧馬場家住宅も旧森家住宅も

入っているのですか。  

生涯学習課長 文化遺産等保存活用推進事業費の対象には、
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旧馬場家住宅と旧森家住宅が含まれますけれ

ども―旧森家住宅の修繕などがある年はこの

金額に含まれてくるのですが、令和２年度は

修繕などは実施しておりません。  

令和３年度は７００万円で耐震診断を委託し

ておりますが、令和２年度に関しましては通

常の維持管理費になりますので、この事業で

はなく、文化財保護事業費の中の文化財保護

管理事業で実施しております。令和２年度の

決算額は、受付業務委託や光熱水費等で５９

７万円になります。  

織田委員   主要施策成果報告書２９０ページの蔵書充実

事業費についてですが、令和２年度の入館者

数の合計が約１００万人と。コロナ禍の影響

で、前年度から比べると４８万人ぐらい減っ

たということで数字が出ています。  

そこで、３の利用状況に（１）レファレンス

件数という表がありますが、平成３０年度、

令和元年度は１万１，０００件ぐらいと。令

和２年度が９，０００件ということで、コロ

ナ禍の中で減ったのだろうと思うのですが、

入館者数ほどには減っていないと思うのです。

つまり、入館者からのレファレンスのお願い

だけではなくて、メールや電話でのお問合せ

がふだんから多いということでいいのでしょ
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うか。  

図書館長   委員御指摘のとおりでございまして、メール

や電話でのレファレンスもふだんからござい

ますし、休館期間中も電話、メールでのレフ

ァレンスは受けておりましたので、入館者数

の減ほどには下がっていないということでご

ざいます。  

織田委員   このレファレンスというものは、言葉で言う

と何となくなじみのある方もおられれば、な

じみのない方もおられるかもしれませんけれ

ども―調べものを司書の方にやっていただけ

る大変有用なサービスだと思っておりますが、

ＰＲがまだなかなか少ないのではないかと。  

でも、今お聞きすると電話あるいはメールで

の問合せも多いということでありまして、し

っかりとまたＰＲしていただければと思いま

す。  

赤星委員   文化財保護事業費の不用額についてお伺いし

たいのですけれども、よろしいですか。予算

決算委員会資料の……  

分科会長   その資料に関しての質疑は、後でお願いしま

す。  
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主要施策成果報告書６４ページ、６５ページ

で、ほかに質疑はありませんか。  

織田委員   主要施策成果報告書６５ページ（４）のイ、

婦中安田城跡歴史の広場再整備事業に着手し

たということでありますが、現場へ行って見

てまいりましたけれども、階段の部分を直す

ということで説明を受けました。  

そのほかにも広場の再整備事業に着手された

ということで、その内容について教えてくだ

さい。  

埋蔵文化財 今御質問の再整備の事業内容ですけれども、 

センター所長 今年度は階段を２つ修繕しております。  

水堀が特徴的な施設でございまして、かなり

底泥がたまっているものですから、今後につ

きましては、水堀のしゅんせつ、堀護岸の改

修、それから土塁展示場の改修などといった

ものについて進めていく予定にしております。  

織田委員   戦国時代の終えんを告げる、大変貴重で分か

りやすい―そして平城で、本当に全国からで

も見に来られる施設だということをお聞きし

ました。しっかりと整備していただきたいと

思います。  
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赤星委員   主要施策成果報告書６５ページの同じところ

ですが、（４）のイの中で、北代縄文広場の

維持管理に努めるとあります。  

これは広場に含まれるのかどうか分からない

のですけれども、北代縄文館の展示室につい

てです。令和２年６月定例会の総務文教分科

会で、展示室のエアコン更新業務委託の補正

予算２５７万７，０００円について審査され、

可決されていました。半分が国庫支出金で、

あと半分は一般財源ということだったのです

が―この前の９月定例会の総務文教委員会で

もお聞きしたのですけれども、エアコンはい

まだに壊れたままになっているのです。これ

はどうしてでしょうか。  

埋蔵文化財 昨年６月に補正予算を議決していただいたの 

センター所長 ですけれども、国の補助金が入る前提で補正

予算をつけていただきました。実は、北代縄

文広場の施設が国の補助要綱になじまないと

いうことで補助対象外になりまして、特定財

源が入らないために予算執行できなかったと

いう状況でございます。  

赤星委員   国の補助要綱になじまなかったというのは、

具体的にはどういうことですか。  
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埋蔵文化財 具体的な数字は今ちょっと手元にないのです 

センター所長 けれども、国の補助要綱で１日の来場者数が

恐らく５０人以上―何十人以上という要綱が

ありまして、北代縄文館の来場者数はその人

数に満たなかったということがございました。

その要件にそぐわなかったものですから、補

助事業としては採択されなかったというもの

でございます。  

赤星委員   それはちょっとあんまりではないかと思うの

ですけれども、１日５０人以上来るのかどう

かという要件は、いつの時点でのことを言っ

ていたのですか。令和２年度といいましたら

コロナ禍ですから、やっぱり来場者数も減っ

ていたと思うのですけれども、いつの時点で

すか。  

埋蔵文化財 令和元年度の数字だったと思います。それで 

センター所長 申請させていただいたのですけれども、繰り

返しで申し訳ありませんが、向こうの要件に

そぐわなかったため補助にはなじまなかった

ということで、残念でございました。  

赤星委員   そうしたら、実際には１日当たり何人ぐらい

来ておられたのでしょうか。  
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埋蔵文化財 ちょっとうろ覚えで申し訳ありませんけれど  

センター所長 も、令和元年度の入場者数を開館日数で割り

まして、２５人から３０人ではなかったかと

思っております。  

赤星委員   せっかく議決をしたのに―当時これが議案と

して出てきたときは、壊れているから更新は

当たり前だと思って議決をしているのに、そ

ういうことがあって実際に執行できなかった

ということについて、何ら報告がないわけで

す。   

それで、相変わらず住民の方から、エアコン

が３年も壊れているよと。しかも窓を開けら

れない展示室で、竪穴住居を復元したもので

すとか、大事な文化財をいろいろと展示して

いるわけですけれども、これはなぜ委員会な

り分科会に報告がなかったのでしょうか。  

埋蔵文化財 不用額につきましては、今回の予算決算委員 

センター所長 会資料の中で取り上げているところでござい

ます。  

赤星委員   さっき聞こうとしました予算決算委員会資料

の２ページの埋蔵文化財調査事業費の不用額

ですか。  
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埋蔵文化財 はい、そこに含まれております。  

センター所長  

赤星委員   不用額はこれを含めて５８７万円あるわけで

すから、国の補助がつかなくても、これぐら

いは市単独でも早急に工事を行うというふう

にしてもらわないと―これはおかしいのでは

ないでしょうか。  

埋蔵文化財 おっしゃることはよく理解しているつもりで 

センター所長 でいるのですけれども、そのときは特定財源

が見込まれるということを前提に補正予算を

組ませていただいたものですから―埋蔵文化

財センターとしても、補助対象になるように

国にいろいろ聞いたりして頑張ったのですけ

れども、実際には要綱にそぐわないというこ

とでございまして、残念な結果になってしま

いました。特定財源がないという中では、実

際に施工できなかったということでございま

す。  

赤星委員   事務局長の御意見をお聞きしたいです。  

教育委員会事務局長 やっぱり予算の執行に当たっては財務部局と

の協議もありますし、補正予算を議会に出し

たということは―担当課も申しましたが、申
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請すれば特定財源が入ってくるという見込み

の中でこの事業を行うという、その大前提の

枠組みの１つが崩れたということで、ストッ

プがかかったという状況と捉えています。  

こちらとしては、こういう不用額があること

は事実なのですが、当初、補正予算を要求す

るに当たってそういった条件でということで

提案して議決いただいたものですから、ちょ

っと言葉はあれですけれども、ある意味致し

方ない状況かと思っております。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   ないようですので、以上で質疑を終結いたし

ます。  

これより、認定第１号中教育委員会所管分の

意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。  

以上で、教育委員会所管分の決算審査を終了

いたします。  
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暫時休憩いたします。  

午後  ３時０５分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午後  ３時１０分  再開  

分科会長   ただいまから総務文教分科会を再開します。  

これより、財務部及び出納課所管分の決算審

査を行います。  

認定第１号  令和２年度富山市一般会計歳入

歳出決算中、財務部及び出納課所管分、  

認定第２号  令和２年度富山市公債管理特別

会計歳入歳出決算、  

認定第３号  令和２年度富山市駐車場事業特

別会計歳入歳出決算、  

以上３件を一括議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

財務部長   〔挨拶〕  

財務部次長  〔主要施策成果報告書及び委員会資料により

説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。  

主要施策成果報告書３１ページ、２の財務部

門において質疑のある方はいらっしゃいます
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か。  

村石委員   （３）の市税収入率向上対策について、関連

して主要施策成果報告書１１３ページ、５の

市税の調定、収入及び収入率の推移という表

があります。  

これを見てみると、法人市民税の令和２年度

の収入率は９５．９％で、令和元年度よりも

マイナス１．９ポイント、調定額と比較して

２億６，９００万円余りの減となっています。  

それから事業所税については、令和２年度の

収入率が９６．５％、令和元年度から比べる

とマイナス１．５ポイントということになっ

ています。調定額との差は１億３，０００万

円余りになっています。  

このように収入率が下がった要因としては、

新型コロナウイルス感染症の拡大が関係して

いたのか、またほかに要因があったのか、お

聞かせください。  

納税課長   法人市民税、事業所税の収入率下落の主な要

因は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る徴収猶予の特例によるものでございます。  

村石委員   要するに、恐らく市民が猶予を申し出たとい

うことなのですけれども、猶予するというこ
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とは、この税率や調定額は基本的に前の年度

の収入に応じて決まるということでよろしい

のですか。  

納税課長   法人市民税については、法人の決算期から２

か月以内に確定申告するという制度になって

おりまして、昨年は、その期限までに払えな

い場合は徴収を猶予するという特例がありま

した。  

概要を簡単に説明いたしますと、徴収猶予の

特例は、１か月以上の任意の期間で前年同期

に比べ、事業等にかかる収入が新型コロナウ

イルス感染症の影響により２０％以上減少し

た場合、令和２年２月１日から令和３年２月

１日までに納期限が到来する市税について、

無担保かつ延滞金なしで納期限を最長１年延

期できる制度でございます。  

村石委員   そのような制度を活用したということもある

のですけれども―今、新型コロナウイルス感

染症対策としていろいろな補助金や支給金が

あったと思うのですが、なかなか払えないと

いう方に対してそういう制度を紹介したりと

いうことはなかったのでしょうか。  

納税課長   納税相談の中には、そういった相談を受けま
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して担当部局からお話をさせていただいたと

いうことはあります。  

村石委員   あと１つですが、固定資産税の収入率は令和

２年度が９４．４％、令和元年度が９４．７ 

％、平成３０年度が９４．２％となっていま

す。  

これについては、新型コロナウイルス感染症

の拡大はあまり関係なかったと思うのですが

―こういう具合に徴収率がほぼ固定的になっ

ている理由としては、空き家や空き地などの

いわゆる固定資産税を払ってくれる人との接

触がなかなか困難なケースなどがあると思う

のですが、収入率がいつも一定になっている

理由についてはどのようなことが考えられる

のでしょうか。  

納税課長   固定資産税の収入率が他の税目よりも低い９

４％台ということの御指摘かと思います。  

現年度の収入率は上昇傾向にありまして、令

和２年度の収入率は、現年度が９８．３％で、

滞納繰越と合わせて９４．４％となっており

ます。  

収入率が他の税目より低くなる要因といたし

ましては、固定資産税は所得に応じた課税で

はなく、不動産を所有することで課税になる



122

税目でございますので、諸事情により年税額

を満たす納付ができない状況であっても、翌

年度新たな課税が発生することにより、滞納

繰越の占める割合が多くなることが原因であ

ると考えております。  

織田委員   主要施策成果報告書３１ページ、２の（３）

では、さらに悪質なケースには早期の財産調

査を行うというふうになっています。  

悪質なケースというのは、分かりやすく言う

と、例えば金額の大小であるとか、あるいは

言っても言っても「いやいや」とか、いろい

ろあると思うのですが、その辺りについて教

えていただきたいと思います。  

納税課長   悪質なケースに関しましては、まず納付する

意思が希薄であるということに加えて、納付

できるだけの財産があるにもかかわらず納付

しないという滞納者は悪質であると認識して

おります。  

織田委員   主要施策成果報告書１１３ページ、６の不納

欠損額の推移という表に、不納欠損になるケ

ースというか理由―法１５条７－４とか７－

５、あるいは法１８条等とあります。  

このうち一番上の部分の法１５条７－４とい
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うものは、滞納処分の執行を停止してから３

年たったという表現になっていますけれども、

つまり返す資力がないから一旦停止しようと

いう意味なのだろうと受け止めております。  

そして、その下の部分の法１５条７－５は、

徴収することができないことが明らかになっ

たもの、つまりその資力がないのだろうと思

います。  

そして法１８条の部分は、法定納期限の翌日

から起算して―要するに時効が来てしまった

ものということであります。つまり返す財力

はあるけれども―先ほどの悪質なケースに含

まれるのかもしれませんが―時効を迎えてし

まったということなのだろうと思います。  

税の平等、公平の原則からすれば、これは市

民にとっては「いやいや、それはしっかり払

ってもらわないかん」あるいは「しっかりと

取り立ててもらわないかん」という思いの部

分であろうかと思いますが、この時効の中断

の際には幾つかの方法論があるかと思います。

時効中断という部分も様々な形でなされてい

ると思いますが、その例について何か教えて

いただければと思います。  

納税課長   今、時効の中断とおっしゃいましたが、令和

２年４月１日施行の民法改正によりまして、
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時効の中断と停止は、更新と完成猶予に変更

されました。  

時効の更新・完成猶予の効果が認められる事

由は法に定められておりまして、民法が定め

るところで催告と納付誓約による債務承認、

滞納処分による差押え、地方税法が定めると

ころで督促状の送付と競売事件に対する交付

要求であります。  

織田委員   つまり催告状なりを送付するという事実があ

れば時効は停止するという理解ですね。分か

りました。しっかりと徴収していただけるよ

うによろしくお願いします。  

田辺委員   主要施策成果報告書１１３ページの（２）還

付加算金の表のうち、固定資産税と都市計画

税の部分について伺います。平成３０年度は

２２９件で６５２万７，０００円、令和元年

度には１，０３３万７，０００円、令和２年

度には２，０２５万２，０００円と年々上が

っているように思うのですけれども、なぜ増

えているのかを教えてもらえますか。  

資産税課長  固定資産税、都市計画税の還付加算金は一見

増えているように見えるのですが、理由がご

ざいます。  
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具体の内容については申し上げられないので

すが、令和２年度につきましては４００万円

の還付事例が１件と１５０万円の還付事例が

１件、令和元年度につきましては４００万円

の還付事例が１件ございましたので、こうい

う金額になったものです。  

田辺委員   理由は言えないとおっしゃったのですけれど

も、なぜ発生するのかということは教えても

らえませんか。  

資産税課長  固定資産税は土地、家屋、償却資産が対象で

ございますが、例えば家屋の取壊しや償却資

産の修正申告があって税額が減額となった場

合、納められた税額が納め過ぎとなりお返し

するということになるわけですが、その納め

過ぎとなった税額については還付金になりま

す。その還付金に加算する形で還付加算金を

お支払いするものです。  

財務部長   簡単に言うと、まず細かい事由について申し

上げられませんとお答えしたところについて

は、個々の理由についてどういう事情だった

のかは申し上げられませんので、そこは御理

解ください。  

それから金額については、つまりたまたま大
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口の還付があったという話であります。大ざ

っぱに言うとそういうことなのです。  

村石委員   主要施策成果報告書３１ページの（４）市債

権の回収整理対策について伺います。  

市債権の回収となっていますが、債権には市

税や公債権、あるいは私債権というものがあ

るわけですけれども、初めに、これら全てに

ついて債権管理対策課で扱っているのかどう

かお答え願います。  

債権管理対策課長 委員がおっしゃったとおり、公法上の原因に

基づいて発生する公債権と、私法上の原因に

基づいて発生する私債権があります。さらに

公債権は強制的に徴収できるものとできない

ものに分けられまして、都合３つの種類に分

けられます。  

具体的に強制徴収公債権は税や国民健康保険

料など、非強制徴収公債権はし尿収集手数料

など、私債権は市営住宅使用料や市民病院診

療費などがあります。  

本市では、これら市債権の中でも主要な１８

債権について、債権間の情報共有を図りなが

ら適正な管理、そして未納となっている債権

の回収に全庁を挙げて取り組んでおります。

債権管理対策課ではそういったものを総括す
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る役割を担っております。  

村石委員   具体的には細かく１８の債権を取り扱ってい

て、総括をするということもありますけれど

も、ただ、いろいろなケースについて債権管

理対策課として回収業務などを行っていると

思います。  

どういうケースの場合に債権管理対策課で回

収業務を行っているのか、概要でいいので教

えてください。  

債権管理対策課長 当課が依願を受けるケースということで、１

つには、市債権の滞納を複数有し、対応する

所管課が複数に及ぶ多重債務者の中でも、高

額滞納者や滞納履歴が長い者などの悪質困難

事案に対し、当課が一元的に取り組んでおり

ます。  

また、不動産などの財産を公売することも当

課が担当しておりまして、不動産を公売する

ことでしか徴収できない場合には、公売を前

提として債権を移管いただく場合もあります。  

村石委員   今ほどの説明ではいろいろなケースに応じて

債権を回収しているということだったのです

けれども、令和２年度は新型コロナウイルス

感染症の拡大という環境があったということ
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で、債権回収業務そのものは例年と比べて通

常どおりできたのかということと、新型コロ

ナウイルス感染症の関係で払うほうからも「 

もうちょっと待ってほしい」という話などが

あったのかお聞かせください。  

債権管理対策課長 先ほども申し上げました悪質困難事案を中心

に担当しておりまして、ただ単純に納付を依

頼するだけではなかなか支払われないような

案件が多いのです。そういった方には滞納処

分、差押えということが有効なのですが、新

型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮

している滞納者にはそういった強い対応はし

ないほうがいいというような通知が総務省の

ほうからありましたことから、差押えの件数

が前年よりも減少しております。  

また、折衝の中で新型コロナウイルス感染症

の影響でと言われるとなかなか強く出られな

いという部分もありまして、少なからず影響

はあったと思っております。  

村石委員   新型コロナウイルス感染症の影響で差押えの

件数が減少したということですが、令和２年

度と令和元年度の差押え件数について教えて

ください。  
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分科会長   主要施策成果報告書１１３ページにあります。  

（「分かりました」と発言する者あり）  

田辺委員   主要施策成果報告書１１３ページの５、市税

の調定、収入及び収入率の推移について、こ

の表を見ると富山市全体の合計額は大体７７

３億円余りだと思うのですけれども、固定資

産税と都市計画税が毎年９５％を下回ってい

るのです。これは１ポイント当たりに換算す

ると何億円単位の金額になってくるのですけ

れども、もう少し伸びる方法、改善する方法

はないものか教えてください。  

納税課長   先ほども説明いたしましたけれども、現年度

の収入率は９８％後半から、一昨年は９９％

になるような高い収入率を記録しているわけ

でございます。  

そういったことから、まずは現年度から滞納

繰越にさせないと。困難案件や払えない方が

滞納繰越になるわけで、まず現年度でしっか

り対応していくということを基本にしており

まして、したがって現年度の収入率が上がっ

てきているということもございます。  

そういうことを基本にしまして、現年度分を

翌年度に繰り越さないために、引き続き財産
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調査や滞納処分を強化していきながら、翌年

度への滞納繰越額を圧縮することで収入率向

上を目指していきたいと思っております。  

赤星委員   歳入のことをお聞きしたいのですけれども、

よろしいですか。  

主要施策成果報告書６９ページをお願いしま

す。上から３分の１ぐらいのところに地方交

付税の記載があります。普通交付税は９億１，

５４１万１，０００円、６％の減で、特別交

付税は４億８，５０４万３，０００円、２９．

７％増となっています。  

それぞれの増減の要因をお聞かせください。  

財政課長   普通交付税につきましては、御承知のように

合併算定替の縮減がございました。合併算定

替による増加額が令和元年度は３０％でした

が、令和２年度には１０％に減少したという

ことが主な要因ではないかと思っております。

特別交付税につきましては、実は内容が何で

あったのかということは明らかにされてござ

いません。ただ、令和２年度の国の特別交付

税の算定の中身をちょっと見てみますと、令

和元年度の除排雪経費が２０４億円ほどだっ

たのですけれども、令和２年度は６８０億円

ぐらいでございまして、約３倍に増えており
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ます。  

御存じのように、令和２年度は富山市でかな

りの降雪がございましたので、はっきりした

ことは申し上げられませんが、それが原因な

のではないかと見ております。  

分科会長   ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕  

分科会長   ないようですので、以上で質疑を終結いたし

ます。  

これより、認定第１号中財務部及び出納課所

管分、認定第２号、認定第３号、以上３件を

一括して意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。  

以上で、財務部及び出納課所管分の決算審査

を終了いたします。  

これで、当分科会に送付されました全案件の

審査は終了いたしました。  

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告については、正・副分科会長に
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御一任願いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   それでは、そのように取り計らいます。  

これをもって、予算決算委員会総務文教分科

会を閉会いたします。  
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